
入札公告（電子入札） 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 
令和４年１０月５日 

 
支出負担行為担当官 
兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 

 
１ 調達内容 
（１）件 名   姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 
（２）業務内容   建築設計業務委託特記仕様書のとおり。 
（３）業務期間   契約締結の翌日 から 令和５年３月１７日（金）まで 
（４）業務対象場所 姫路市北条１丁目８３番地４、６ 

敷地面積   ２，１６６．７６㎡のうちの一部 
構造・階数  （解体対象施設） 

Ｓ造  地上１階 
ＲＣ造 地上１階 

建物規模   建面積／延床面積  ９８．９６㎡／９８．９６㎡ 
建面積／延床面積  ４６．７５㎡／４６．７５㎡ 

（５）本業務は資料提出、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システ

ムによりがたいものは、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 
 

２ 競争参加資格 
（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者で

あること。 

（２）厚生労働省により、近畿地域における令和３・４年度「測量・建設コンサルタント等業務」

に係る「Ｂ」又は「Ｃ」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。（会社更生法（平成

14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定

後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）。 
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
（４）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 
（５）次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。 

① 『一級建築士』の免許を有する者であること。 
② ５年以上の改修工事設計の実務経験相当の能力を有すること。 

（６）近畿地域に本店、支店又は営業所を有する者であること。 

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設事業者又はこれに準ずる者として、厚

生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 



（８）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年間（⑤

及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。 

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 

④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

（９）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行って

いること。 

（10）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係が

ある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 

（11）次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 

ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

（12）過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基

準関係法令違反（※）により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い

「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 

※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働

法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 

（13）過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 

 
３ 入札手続等 
（１）担当部局 

入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先 

〒650-0044  兵庫県神戸市中央区東川崎町 1丁目 1番 3号 神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 14F  

兵庫労働局 総務部総務課会計第一係  担当 法田（ほうだ） 

電話：078-367-9173  MAIL: houda-wakana.9q1@mhlw.go.jp 
（２）入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

入札説明書を上記３（１）の場所（閉庁日を除く）又は兵庫労働局ウェブページ上にて交付す

る。交付期間は別表－１のとおり。 

（３）競争参加資格確認関係書類の提出期限並びに提出場所及び方法 
ア 申請書及び資料は電子調達システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により紙入

札方式による場合は、次の提出期限までに提出場所に郵送又は託送（書留郵便等、記録が残る

ものに限る）するものとし、持参又は電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。 
なお、申請書及び資料が３ＭＢを超える場合の提出方法については、入札説明書による。 

（ア）電子調達システム及び郵送等による提出期限：別表－１のとおり。 
（イ）提出場所：（１）の担当部局に同じ。 

イ 電子入札における資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認した

ものではない。 
（４）入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

ア 入札の締切日時は以下のとおりとする。 
入札の締切は、別表－１のとおり。 
電子調達システムにより提出すること。ただし紙入札方式による場合は（１）まで郵送又は

託送（書留郵便等、記録が残るものに限る）すること。 



イ 開札は別表－１のとおり。 
なお、落札決定の日は開札の当日（土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法

律（昭和 63 年法律第 91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日）は除く。）を予定して

いる。 

 
４ 入札方法 
  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１０％に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含

まない金額を入札書に記載すること。 
 
５ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金はどちらも免除する。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、競争参加資格確認関係書類に虚偽の

記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（４）落札者の決定方法 

予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 

（５）手続きにおける交渉の有無  無。 

（６）契約書作成の要否      要。 

（７）関連情報を入手するための照会窓口  上記３（１）に同じ。 

（８）本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細について

は、入札説明書による。 

（９）競争への参加を希望する者は、「誓約書」（添付様式６）及び「役員等名簿」（添付様式７）を

上記３（３）の競争参加資格確認関係書類を提出する際に、併せて提出すること。 
（10）担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 

契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 
（11）詳細は入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表－１ 

本業務における手続き期間等 

電子調達システムによる受付時間    ９時００分から１７時００分まで 

就業時間               ８時３０分から１７時１５分まで 

３ 入札手続等（２） 入札説明書の交付期間及

び受付期間 

公告日（令和４年１０月５日（水）） 

令和４年１０月２０日（木）まで 

（電子調達システムの場合は電子調達シス

テムの受付時間内、電子調達システムで入

手が出来ない場合は就業時間内に限る。た

だし、最終日は 17 時 00 分まで。また、土

曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日

に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第

１条第１項に規定する行政機関の休日（以

下「休日」という。））は除く。） 

３ 入札手続等（３） 競争参加資格確認関係書

類の提出期限並びに提出

場所及び方法 
（審査基準日） 

令和４年１０月２１日（金）まで 

（電子調達システムの場合は電子調達シ

ステムの受付時間内、郵送等の場合は就業

時間内に限る。また、休日を除く。） 

３ 入札手続等（４） 入札の締切 令和４年１０月２１日（金）１７時００分 

開札 令和４年１０月２４日（月）９時３０分 

開札場所 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 
神戸クリスタルタワー１４階 
総務課会議室 
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入 札 説 明 書 

 
 

姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

 

 

 

 

 

兵 庫 労 働 局 
 
 

 

 

 

入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、必ず

下記アドレス宛に以下の内容をメールしてください。仕様等の急な変更

を連絡する際に使用します。 
 
【送信先】 

兵庫労働局総務部総務課会計第一係 法田（ほうだ）宛 

Mail: houda-wakana.9q1@mhlw.go.jp 
 

【送信内容】 
① 入札件名：「姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務」委託契約 
②受領日（ダウンロード日） 
③会社名、担当者名 
④担当者メールアドレス、電話番号 
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入札説明書 

 
姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等

については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。 
 

１ 業務の概要 

（１）業務内容 
本業務は、旧姫路森林管理署庁舎及び姫路労働基準監督署の車庫を解体し、姫路公

共職業安定所の駐車場として整備するとともに、姫路労働基準監督署の車庫を新設

するための工事設計業務を行うものである。 
詳細は別添の建築設計業務委託特記仕様書による。 

（２）履行期間 
履行期間は、以下のとおり予定している。 
契約締結の翌日 から 令和５年３月１７日（金）まで 

（３）電子調達システム対象業務 
本業務は、資料の提出等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調

達システムによりがたいものは、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」（添

付様式１）を提出すること。 
以下、本入札説明書において紙入札方式による場合の記述は、全て上記の様式を発

注者に提出したことを前提として行われるものである。 
（４）その他 

本業務の建築設計業務委託特記仕様書、契約書（案）は別添のとおりである。 
 

２ 入札参加者に要求される資格 
（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71条の規定に該当

しない者であること。 

（２）厚生労働省により、近畿地域における令和３・４年度「測量・建設コンサルタン

ト等業務」に係る「Ｂ」又は「Ｃ」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。

（会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に

定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 
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（４）厚生労働省から指名停止を受けている期間中でないこと。 
（５）建築士法（昭和 25年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。 
（６）管理技術者（※）は一級建築士であること。 
（７）管理技術者は、競争参加資格確認資料の提出者の組織に所属していること。 
（８）管理技術者の手持ち業務について、携わっている業務（特定後又は入札後未契約の

業務を含む。）が原則として３件以内であること。 

（９）管理技術者は、５年以上の改修工事設計の実務経験相当の能力を有すること。 

（10）主たる分担業務分野のうち清算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。 

（11）建築分野、電気分野及び機械分野において、競争参加資格確認資料の提出者又は協

力事務所が、他の競争参加資格確認資料の提出者の協力事務所となっていないこと。 

（12）再委託先である協力事務所が近畿地域の測量・建設コンサルタント等業務等一般

競争参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止期間中でないこと。 

（13）近畿地域に本店、支店又は営業所を有すること。 

（14）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

（ア） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号の2に規定する子会

社等をいう。イにおいて同じ。）と親会社等（同条第4号の2に規定する親会社

等をいう。イにおいて同じ。）の関係にある場合 

（イ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等（会社法

施行規則（平成18年法務省令第12条）第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規定する

再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第

2条第7項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

（ア） 一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあって

は執行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業

務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が

、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

（イ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社

更生法第67条第1項の規定により選定された管財人（以下単に「管財人」とい

う。）を現に兼ねている場合 

（ウ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 
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ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その

他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

（15）次の事項に該当する者は、競争に参加できない。 

ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

（16）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として

厚生労働省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。 

（17）次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直

近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。 

①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 

④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

（18）過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただ

し、労働基準関係法令違反（※）により労働基準監督機関から使用停止等命令を受け

たが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合にはこの限

りではない。 

※ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律

、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に

関する特別措置法 

（19）過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されてい

ないこと。 

 
※ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」第 16条の定義による。 

「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者

を総括する役割を担う者をいう。 

分担業務分野の分類は下記による。なお、競争参加資格確認資料の提出におい

てこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合「新たに分担業務

分野を追加する場合の主任担当技術者等」（別記様式４）に従い当該分野の業務

内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。 

ただし、この場合において当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担

当技術者」の要件を満たしていなければならない。 

なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。 

分担業務分野 業務内容 
建築（総合） 平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一第１項において示

される「設計の種類」における「総合」に対応する工事設計 
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構造 同上「構造」 
電気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係わるもの 
機械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「衛生設備」に係

わるもの 
 
 
３ 担当部局 
（１）事業担当部局 

〒650-0044  兵庫県神戸市中央区東川崎町 1丁目 1番 3号 神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 14F  

兵庫労働局 総務部総務課会計第四係  担当 梅谷 

電話：078-367-9176  電子ﾒｰﾙ：umetani-kazuhiko@mhlw.go.jp 

（２）契約担当部局 

〒650-0044  兵庫県神戸市中央区東川崎町 1丁目 1番 3号 神戸ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ 14F  

兵庫労働局 総務部総務課会計第一係  担当 法田（ほうだ） 

電話：078-367-9173  電子ﾒｰﾙ：houda-wakana.9q1@mhlw.go.jp 

 
４ 競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項 
（１） 競争参加資格確認資料の作成要領 

競争参加資格確認資料の様式は、別記様式１～４（Ａ４判）及び添付様式５～７

（Ａ４判）に示されるとおりとする。 

（２）競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項 

(a) 管理技術者の経験及び能力（別記様式２） 

管理技術者（別記様式２）について、下に従い記載する。 

① 氏名 

技術者の氏名を記載する。 

② 生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（提出時現在）を記載する。 

③ 所属、役職 

技術者の所属する組織及び役職を記載する。 

④ 保有資格等 

技術者の保有する当該分野の資格及び当該分野での実務経験年数を記載

する。 

⑤ 手持業務の状況 

提出日現在における手持ちの設計業務及び工事監理業務（特定後又は入

札後未契約の業務を含む。）について、以下の項目を記載する。 

・業務名 
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・発注者（再委託を受けている業務の場合、契約相手方を記載し、（ ）内

に事業主を記載する。） 

・受注形態（単独又は共同体のうちいずれかに○をつける。共同体の場合

は他の構成員を（ ）内に記載すること。） 

・業務概要（対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて携

わっている分担業務分野及び立場（管理技術者、主任担当技術者、担当

技術者又はこれらに準ずる立場）を記載する。） 

・履行期間 

(b) 協力事務所の名称等（別記様式３） 

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及

び内容等を様式に従い記入すること。（主任担当技術者の記載を求めない分

野を再委託する場合においても記入すること。） 

(c) 新たな分担業務分野の追加（別記様式４） 

競争参加資格確認資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場

合は、下記項目を様式に従い記入すること。 

① 新たに追加する分担業務分野 

② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

③ 分担業務分野を追加する理由 

④ 主任担当技術者の経験及び能力 

（a）の説明に同じ。「平成２４年４月以降の当該分野における業務の実

績」については、該当する業務のうち、最新のものを記載（３件以内）す

ること。 

また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設

概要及び業務内容を具体的に記載すること。 

（３） その他提出資料 

（ａ）資格審査結果通知書の写し 
（ｂ）「競争参加資格等に係る申立書」（添付様式５） 
（ｃ）「誓約書」（添付様式６） 
（ｄ）「役員等名簿」（添付様式７） 
（ｅ）必要に応じて「委任状」（添付様式３） 
（ｆ）紙入札方式による場合は、（添付様式１） 

（４）競争参加資格確認資料の無効 

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場

合（PUBDIS に虚偽のデータを登録している場合を含む。）は無効とすることが

ある。 
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５ 競争参加資格確認資料の提出方法、提出先及び提出期限 
（１） 提出方法 

電子調達システムにより提出すること。ただし紙入札方式による場合は３（２）

まで１部を郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。受領期限までに必着

のこと。）もしくは電子メールで提出すること。ただし、電子メールの場合は、着

信を確認すること。なお、電子メールで提出する場合は以下による。これ以外での

提出は無効とする。 

・使用可能なソフトは以下のとおり。 

① Microsoft Office Word 

・ファイル総量は１ＭＢ以内とすること。 

・プリントアウト時にＡ４判で規定の枚数内となるように設定しておくこと。な

お送信された書類のプリントアウトは白黒印刷で、複製を作成する場合は白黒

複写で行う。 

（２） 提出先 

３（２）に同じ 

（３） 提出期限 

別表－１のとおり。 

 

６ 説明書の内容についての質問の受付及び回答 
（１）質問は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場

合は、「質問書」（添付様式８）を郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限

る。）又は電子メールによること。郵送又は電子メール後に到着又は着信を確認する

こと。なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及び電子メール

アドレスを併記するものとする。 

ア 質問の受付担当部局 
３（２）に同じ。 

イ 質問の受付期間 
別表－１のとおり。 

（２）質問に対する回答は、質問を受理した日から３日（ただし行政機関の休日に関する

法律（昭和 63年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日（以下、「休日」と

いう。）を除く。）以内（ただし回答期限は別表－１のとおり）に電子調達システム

により行う。ただし、紙入札方式による場合は、質問者に対して電子メールにより行

うほか、質問者以外の全ての参加者に対して電子メールにより送付する。 

 
７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）入札参加者として指名されなかった者に対しては、その旨と理由を電子調達シス
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テムにより通知する。ただし、紙入札方式による場合は書面をもって、支出負担行

為担当官から通知する。 

（２）上記（１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を

除く。）以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して競争参加資

格がないと認めた者に対する理由について説明を求めることができる。ただし、書

面により通知を受けた者は、書面（様式自由）を郵送（書留郵便等の配達の記録が

残るものに限る。）、電子メール（到着又は着信を確認すること。）によること。 

（３）上記（２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日

以内に、電子調達システムにより行う。ただし、書面により提出された者に対して

は書面により行う。 

（４）競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明書請求の受付場所及び受付時

間は以下のとおりである。 

ア 受付場所 

３（２）の担当部局に同じ。 

イ 受付時間 

９時００分から１７時００分まで。 

 
８ 落札者の決定方法 

最低価格落札方式とする。 
（１）入札価格が予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

あること。ただし、国の支払の原因となる契約のうち落札者となるべき者の入札価格

によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内

の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。 

（２）上記において、落札者となるべき者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決める。 

 

９ 入札、開札の日時及び場所 

（１）締切日時 

ア 電子調達システムによる場合  別表－１のとおり。 
イ 紙入札方式により郵送する場合 前記アに同じ（必着） 

（２）入札場所  別表－１のとおり。 

（３）開札日時  別表－１のとおり。 

 

10 入札方法等 
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（１）入札書は電子調達システムにより提出すること。 
紙入札方式による場合、本来入札書は持参が原則であり、郵送による提出は認め

ていないが、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、郵送での受付を認め

る。但し、提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記３（２）の担

当者あて電話で受領確認をすること。 
紙入札方式による場合、「入札書（紙入札方式）」（添付様式２）を使用するこ

ととし、任意の封筒に入れ封緘すること。 
封皮には、黒書にて氏名（法人の場合はその名称）、宛名（支出負担行為担当官

兵庫労働局総務部長殿と記載）、朱書にて「令和 4年 10 月 24 日開札 姫路労基署

及び安定所駐車場整備工事設計業務 入札書在中」と記載すること。 
また、再度入札となることを考慮して、第１回目の入札書に再度入札用として第

２回目の入札書を併せて提出することができる。この場合、それぞれの入札書は別

封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 
（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者かを問わず、見積もった契約希望金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札執行回数は、原則として３回を限度とする。 

（４）通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合がある

ので、時間の余裕をもって行うこと。また、代理人が電子調達システムにより入札

する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならな

い。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 

（５）入札参加申請手続後に辞退する場合は、電話連絡のうえ、電子調達システム上に

て辞退手続きを行うこと。ただし、紙入札方式による場合、「辞退届」（添付様式

４）を提出すること。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  免除 
（２）契約保証金  免除 
 
12 開札 

開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会

わせて行う。 

紙入札方式の場合であっても、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、

立ち合いは不要とする。 
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再度入札を行うこととなった場合で、再度入札用として第２回目以降の入札書の提出

がなかった紙入札方式による入札参加者は、再度入札を辞退したものとして取り扱われ

る。 
 

13 入札の無効 

手続開始の公示に示した競争参加資格に必要な要件のない者のした入札、競争参加資

格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札

者としていた場合には落札決定を取り消す。 

なお、開札の時において指名停止を受けている者、その他開札の時において上記２に

掲げる資格のない者は、競争参加資格に必要な要件のない者に該当する。 

 
14 手続きにおける交渉の有無 

無。 

 

15 契約書作成の要否等 

要。別冊契約書（案）により、契約書を作成するものとする。 

 

16 支払い条件 

本業務の支払条件は下記のとおりとする。 

（１）前金払  無 

（２）部分払  無 

前金払及び部分払いはしない。 

 

17 関連情報を入手するための照会窓口 

３（１）及び（２）に同じ。 

 

18 その他 

（１）本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及

び計量法によるものとする。 

（２）２（２）に掲げる認定を受けていない者も競争参加資格確認資料を提出すること

ができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札に参加す

るためには、入札時において当該資格の認定を受けていなければならない。 

（３）本業務を受注した建設コンサルタント（再委託先である協力事務所を含む。以下

同じ。）及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連が

あると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は

当該工事を請負うことができない。 
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上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」が

あるとは、次のア又はイに該当することをいう。 

ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の１００分の５０

を超える株式を保有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資を

していることをいう。 

イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサ

ルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。 

（４）競争参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした場合（ＰＵＢＤＩＳに虚偽のデータを

登録している場合を含む。）には、競争参加資格確認資料を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

（６）競争参加資格確認資料の提出後において、原則として競争参加資格確認資料に記

載された内容の変更を認めない。また、競争参加資格確認資料に記載した配置予定

の技術者は、原則として変更できない、ただし、病休、死亡、退職等のやむを得な

い理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得

なければならない。 

（７）本件入札において提出した資料等については、「情報公開法」による開示等の対

象となる場合がある。 

また、「公共調達の適正化について（平成 18 年８月 25日付 財計第２０１７

号）」に基づく競争入札に係る情報（落札者名、業務委託料等）の公表を兵庫労働

局ウェブページにて行う。 

（８）電子調達システムの操作方法や障害発生時の問い合わせ先は下記のとおり。 

   ・ヘルプデスク ０５７０－０１４－８８９（ナビダイヤル） 

           ０１７－７３１－３１７７（IP 電話等を利用の場合） 

             受付時間 平日８時３０分～１８時３０分 

   ・ホームページ  https://www.geps.go.jp/ 
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別表－１ 

本業務委託契約における手続き期間等 

 

電子調達システムによる受付時間    ９時００分から１７時００分まで 

就業時間               ８時３０分から１７時１５分まで 

１ 業務の概要 

（３） 

紙入札方式の申請の

受付期間 

令和４年１０月５日（水）から 

令和４年１０月２０日（木）まで 

（就業時間内に限る。また、土曜日、

日曜日及び祝日等（行政機関の休日

に関する法律（昭和 63 年法律第 91

号）第１条第１項に規定する行政機

関の休日（以下「休日」という。））は

除く。） 

５ 競争参加資格確

認資料の提出方法、

提出先及び提出期限 

（３） 

申請書及び資料の受

付期限（審査基準日） 

令和４年１０月２１日（金）まで 

（電子調達システムの場合は電子調

達システムの受付時間内、紙入札に

よる場合は就業時間内に限る。また、

休日を除く） 

６ 説明書の内容に

ついての質問の受付

及び回答 

（１） 

申請書及び資料の提

出に対する質問の受

領期限 

令和４年１０月５日（水）から 

令和４年１０月１７日（月）まで 

（電子調達システムの場合は電子調

達システムの受付時間内、紙入札に

よる場合は就業時間内に限る。また、

休日を除く） 

申請書及び資料の提

出に対する質問の回

答期限 

令和４年１０月２０日（木）まで 

９ 入札、開札の日

時及び場所 

入札の締切 令和４年１０月２１日（金） 

１７時００分 

開札 令和４年１０月２４日（月） 

９時３０分 

開札場所 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 
神戸クリスタルタワー１４階 
総務課会議室 

 



 

 
 

 
◎ 様式等 

・別記様式１  競争参加資格確認資料 

・別記様式２  管理技術者の経歴等 

・別記様式３  協力事務所の名称等 

・別記様式４  新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 

 

・添付様式１  電子調達案件の紙入札方式での参加について 

・添付様式２  入札書（紙入札方式） 

・添付様式３  委任状 

・添付様式４  辞退届 

・添付様式５  競争参加資格等に係る申立書 

・添付様式６  誓約書 

・添付様式７  役員等名簿 

・添付様式８  質問書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（別記様式１） 

競争参加資格確認資料 

（業務名）姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

 

標記業務について競争参加資格確認資料を提出します。 

 

令和  年  月  日 

 
支出負担行為担当官 
兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 殿 
 

（提出者）住所 

電話番号 

提出者名 

代表者    役職名   氏名 

（作成者）担当部署 

氏名 

ＦＡＸ 

Ｅ-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）電子調達システムで入札参加をする場合であって、特段の事情により競争参加資格等

確認関係書類を電子データ化することができない場合は、MS-WORD（MS-WORD2010以下）

で作成し、電子調達システムの手順に従い提出すること。 

本処理を怠った場合、同システムでの入札ができなくなるので注意すること。 

 

 



 

 
 

（別記様式１ 添付書類） 

１．入札説明書２（２）の資格審査結果通知書の写し 

２．競争参加資格等に係る申立書（添付様式５） 

３．別記様式２及び別記様式３に記載した技術者の資格を証明する書類（一級建築士免許

証及び健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等の写しを添付） 

※入札説明書２の（６）～（９）に定める要件を満たすことがわかる箇所を提出する

こと。 

４．入札説明書４（３）の「誓約書」（添付様式６） 

５．入札説明書４（３）の「役員等名簿」（添付様式７） 

６．紙入札方式による場合は、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」（添付様

式１） 

７．その他 必要に応じ「委任状」（添付様式３） 

 

※ 提出部数    各１部 

 



 

 
 

（別記様式２） 

管理技術者の経歴等 

①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日   （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・○級建築士      （登録番号：○○   ）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成○年○月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の改修工事
設計又は工事監理の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

 
業務 (有 無 

ｺｰﾄﾞ     ) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･適用 
･準ずる  

 

⑥手持業務の状況（提出日現在の手持の改修工事設計又は工事監理業務）                

                                                              

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築工事設計又は監理業務 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事

) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

(             ) 

・単独 

・共同体 

(             ) (            として従事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（別記様式３） 

協力事務所の名称等 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

事務所名  代表者名  

所在地  

協力を受ける

理由及び具体

的内容 

 

分担業務分野 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（別記様式４） 

新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等 
新たに追加する分担業務分野 

新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容 

 

分担業務分野を追加する理由 

 

主任担当技術者 ①氏名  ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 （○ 才） 

③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○ 

④保有資格等   実務経験年数（ ○ ）年 

 ・（                ） （登録番号：○○○○○）（取得年月日：○年○月○日） 

  ・（                ）  （登録番号：       ）（取得年月日：  年  月  日） 

⑤平成○年○月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の改修工事
設計又は工事監理の実績 

業務名 
(PUBDIS登録の有無) 

発注者 
(事業主) 

受注形態 業務概要 
施設完成 
年月 

 
業務 (有 無 

ｺｰﾄﾞ     ) 

 
(          ) 

・単独 
・共同体 
(             ) 

･適用 
･準ずる  

 

⑥手持業務の状況（提出日現在の手持の改修工事設計又は工事監理業務） 

合計（  ）件 

業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間 

○○○○○○○○○○○○ 

建築工事設計又は監理業務 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

事務庁舎、RC-3，○○㎡ 

(○○○○○○として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 

 (             ) 

・単独 ・共同体 

(             ) 

 

(            として従事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（添付様式１） 

電子調達案件の紙入札方式での参加について 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

  支出負担行為担当官 

  兵庫労働局総務部長   安蒜 孝至 殿 

 
 

 
住    所 
商号又は名称 
代表者氏名                

 
 
 
 

 貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できない

ため、紙入札方式での参加をいたします。 
 
 

記 
 
 
１．件  名   姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

 
 
 ２．電子調達システムでの参加ができない理由 
 
                                           
 
 
 
 



 

 
 

（添付様式２） 

入札書（紙入札方式） 

 

                                       令和  年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

  兵庫労働局総務部長   安蒜 孝至 殿 

 

          住     所 

          事 業 所 名 

          代表者役職氏名 

          又は代理人氏名 

 

    入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり

提出します。 

 

 

  件  名        姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 
 

  入札金額（総価格）                          

（消費税および地方消費税は含まない） 

 

  電子くじ番号     

   （３ケタ） 

 

  ※契約価格については、入札書に記載された金額の１０％に相当する額を加算した金額 

（当該金額に１円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て）とするので、入札者は  

消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

（業務委託料）の 110 分の 100 に相当する金額（１円未満の端数が生じた場合は、その

端数を切り上げ）を入札書に記載すること。 

※入札金額は算用数字で、数字の頭には￥（エンマーク）を、末尾には．－（ピリオド 

ハイフン）を記載すること。 

※電子くじ番号は、３ケタの数字を記入すること。記入がない場合は任意の番号を割当

てることとし、異議は受け付けないものとする。 

 

   



 

 
 

（添付様式３） 

委 任 状 

 

 

                                      私儀 

 今般                    を代理人と定め、次の入札及び見積に

関する一切の権限を委任します。 

 

                  記 

入札件名   姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

 

                                  令和  年  月  日 

 

     支出負担行為担当官 

      兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 殿 

 

             住 所 

             名 称 

             氏 名                               

 

 

 

 



 
 

 
 

 

代理人による入札にかかる留意事項 

 

代理人をもって入札書の作成を行う場合には、下記により委任状を作成のうえ、入札書

の提出期限までに提出してください。 

 

記 

 

 

１.入札書の作成を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合。 

 

（１）委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行う者です。 

 

（２）入札書の入札者は上記代理人です。 

 

２．入札書の作成を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合。 

 

（１）委任状は、 

①法人の代表者から、支店又は営業所等の長への１通。 

②支店又は営業所等の長から入札書の作成を行う代理人への１通 

の、計２通作成してください。 

   

ア．法人の代表者が同一法人の支店又は営業所等の長に対し委任する際の委任状 

については、委任状の代表者はその法人の代表者名とし、代理人はその支店又 

は営業所等の長です。 

   

イ．同一法人の支店又は営業所等の長が更に他の者に委任する際の委任状につい 

ては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所等の長とし、代理人は入 

札を行う者です。 

 

（２）入札書の入札者は上記（１）イ.の代理人です。 

 
３．入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人 

を兼ねることができません。 

 



 

 
 

（添付様式４） 

辞 退 届 
 

令和  年  月  日 
 

 
支出負担行為担当官 
兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 殿 
 
 
 

所在地 
事業所名 
代表者名 

 
 
 
この度下記件名につき御辞退申し上げます。 

 
 

件  名  姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

（添付様式５） 

 
競争参加資格等に係る申立書 

 
１．当社（私）は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札

日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 
２．当社（私）は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年

度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）につい

て、一切滞納がないことを申し立てます。 
３．当社（私）は、その他の入札参加資格を全て有しております。 
４．当社（私）は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項（法令違反や反社会勢力

による不当介入等）が生じた場合には速やかに報告します。再委託先について報告事項

があることを知った場合にも同様に対応します。 
 
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の

契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けること

に異議はありません。 
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速

やかに対応することを確約いたします。 
 
 
令和  年  月  日  
 

住   所 
 

商号又名称 
 

代表者氏名 
 
 
支出負担行為担当官 
兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 殿 
 
 



（添付様式６） 

 
 

誓  約  書 
 □ 私 
 □ 当社 
は、下記１から３までのいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 
 この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合

には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 
 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

記 
１ 契約の相手方として不適当な者 
（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代

表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 
（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 
（１） 暴力的な要求行為を行う者 
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

 
３ 参加資格の適正化 
（１）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 
（２）過去１年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検されていないこと。 
（３）契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 
（４）前記（１）から（３）について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先について

も同様であること。 
 
     年   月   日 
    住所（又は所在地） 
    社名及び代表者名 
 
※ 個人の場合は、余白に生年月日を記載すること。 
※ 法人の場合は役員等名簿（様式７）を添付すること。 



 

 
 

（添付様式７） 

役 員 等 名 簿 

 

 

事業所名                                        

 

 

所在地                                        

 

 

 

役職名 
（フリガナ） 

氏名 
生年月日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

         年   月   日 

 

（注）法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員を記入してください。 

   個人の場合は、本様式の提出は要しない。 
 
 
 



 

 
 

（添付様式８） 

質 問 書 

 
令和  年  月  日 

 
 
支出負担行為担当官 
兵庫労働局総務部長 安蒜 孝至 殿 
 
 

住     所 
事 業 所 名 

                  代表者役職氏名 
 
 
下記入札案件について、質問がありますので質問書を提出します。 

 
記 

 

件 名 姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

質問事項 

（質問事項を具体的に記入する） 

 

※ 任意の様式でも可。代表者等の押印は不要 
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建築設計業務委託特記仕様書 

兵庫労働局 

Ⅰ 業務概要 

１ 業務名称    姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 

 

２ 計画施設概要 

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。 

（１）施設名称  姫路労働基準監督署、姫路公共職業安定所（旧姫路森林事務所） 

（２）敷地の場所 姫路市北条１丁目８３番地４、６ 

（３）施設用途  平成３１年国土交通省告示第九十八号別添二 第四号 第１類 

 

３ 適用 

本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された特記事項については「■」

印が付いたものを適用する。 

 

４ 設計与条件 

（１）敷地の条件 

ア 敷地面積   ２，１６６．７６㎡のうちの一部 

イ 用途地域及び地区の指定 

用途地域  第二種住居地域（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

防火地域  第２２条指定区域内 

（２）施設の条件 

ア 庁舎の概要（解体及び整備対象） 

（ア）庁舎・宿舎（旧姫路森林事務所） 

敷地面積  ３１９．５２㎡ 

建面積   ９８．９６㎡ 

延床面積  ９８．９６㎡ 

主要構造  Ｓ造（軽量鉄骨造） 

階数    １階 

建築年   昭和５４年３月 

（イ）車庫（姫路労働基準監督署） 

敷地面積  １，８４７．２４㎡のうちの一部 

建面積   ４６．７５㎡ 

延床面積  ４６．７５㎡ 

主要構造  ＲＣ造 

階数    １階 

建築年   昭和５６年２月 
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イ 改修内容（概要）及び業務内容 

本業務は、旧姫路森林事務所庁舎及び姫路労働基準監督署の車庫を解体し、土

地２，１６６．７６㎡のうち東側の一部（約５６０㎡）を姫路公共職業安定所の

駐車場として整備するとともに、姫路労働基準監督署の車庫を新設するための工

事設計業務を行うものである。 

解体、新設、整備に関して、国及び地方公共団体への必要な届出の全てを特記

仕様書に明記しておくこと。 

（ア）旧姫路森林事務所庁舎・宿舎等を解体撤去する。 

ａ． 建物基礎等の全て撤去。給排水管、ガス管等も閉塞の上、撤去。その他付

属施設も全て撤去。但し、囲障は一部撤去、一部残置。 

ｂ． 建物の図面は、添付の平面図のみで、建築・電気・機械・外構図面なし。 

解体設計数量に必要な図面は調査実測の上作成すること。 

ｃ． 建物の解体設計時に、石綿含有材料みなし調査を行い、設計図書に石綿調

査個所を明記のこと。 

ｄ． 建物のＰＣＢ調査は平成２９年８月に、石綿含有調査（目視）は平成２９

年８月及び平成３０年３月にそれぞれ実施済み。ＰＣＢ使用は認められてい

ないが、石綿に関しては含有の可能性がある建材が報告されている。 

（イ）姫路労働基準監督署のうち既設車庫を解体撤去し、隣地に新設する。 

ａ． 平成２９年に当該車庫並びに外構の撤去及び新設計画がなされ、かかる設

計が実施された。その設計図が添付している「姫路労働基準監督署駐車場改

修工事設計図」である。 

今回委託する「姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務」は、その

設計図の一部を変更し、（ア）旧姫路森林事務所庁舎・宿舎の解体撤去と（ウ）

駐車場整備を加えた設計図とすること。 

また、「姫路労働基準監督署駐車場改修工事設計図」の積算資料を契約後

提供するので、一部変更の上（ア）（ウ）を加え、再度積算を行うこと。 

ｂ． 平成３０年１１月に解体予定車庫の石綿含有調査を実施、外装材に石綿含

有が報告されている。 

ｃ． 平成２７年１２月に、既設車庫周辺の土壌汚染調査を実施。微量の鉛と砒

素が検出されており、開発にあたっては、姫路市との協議及び届出等が必要

となるため、係る業務も設計業務に含めておくこと。 

ｄ． 「姫路労働基準監督署駐車場改修工事設計図」では、新設車庫の延床面積

が４７．６０㎡となっているが、既設の延床面積の４６．７５㎡を超えない

（小さくする）よう設計変更すること。 

なお、平成２９年９月に姫路市あてに建築基準法第１８条第２項の規定に

よる計画通知済みだが、新設車庫の延べ面積を変更するにあたって、姫路市

あてに変更計画通知を行うこと。場合によっては、年月経過により再提出の

可能性もあることに留意しておくこと。 

（ウ）姫路公共職業安定所の駐車場として整備する。 
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ａ． 計画区画の駐車場整備は、囲障、縁石、区画線、車止め、門、安全ガード、

外灯、銘板などを当局と協議し仕様書を作成のこと。 

ｂ． 駐車台数は要協議。 

（エ）その他 

積算内訳（工事費内訳書）は、次の項目に分けておくこと。 

① 旧姫路森林事務所庁舎・宿舎等の解体撤去 

② 姫路労働基準監督署のうち車庫の解体撤去及び外構等撤去 

③ 姫路労働基準監督署のうち車庫の新設及び外構整備 

④ 駐車場整備 

（３）工事の条件 

工期（予定） ６か月 

庁舎利用者等の安全及び利用に支障がある作業は、閉庁日（土曜・

日曜・祝日）に行う。 

工事名    姫路労基署及び安定所駐車場整備工事 

事業費    目標額は基本設計打ち合わせ時に調整する。 

 

Ⅱ 業務仕様 

本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（最新版）」

（以下、「共通仕様書」という。）による。 

１ 設計業務の内容及び範囲 

（１）一般業務の範囲 

ア 基本設計 

■建築（総合）基本設計に関する標準業務 

■建築（構造）基本設計に関する標準業務 

■電気設備基本設計に関する標準業務 

■機械設備基本設計に関する標準業務 

イ 実施設計 

■建築（総合）実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

■建築（構造）実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

■電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

■機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

（２）追加業務の内容及び範囲 

■積算業務 

■建築積算  （積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作

成、見積収集、見積検討資料の作成） 

■電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作

成、見積収集、見積検討資料の作成） 

■機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む）の作成、単価作成資料の作

成、見積収集、見積検討資料の作成） 
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□透視図作成 

〔種類（ ） 判の大きさ（ ） 枚数（ ） 額の有無（ ） 材質（ ）〕 

□透視図の写真撮影 

〔カット枚数（ ）判の大きさ（ ） 白黒・カラーの別（ ）電子データ（ ）〕 

□模型製作 

〔縮尺（ ） 主要材料（ ）ケースの有無（ ） 材質（ ）〕 

□模型の写真撮影 

〔カット枚数（ ）判の大きさ（ ） 白黒・カラーの別（ ）電子データ（ ）〕 

□計画通知又は確認申請に関する手続業務（必要な図書の作成及び手数料の納付は含

まない） 

□関係法令等に基づく各種申請手続業務 

（標識看板の作成、設置報告書等の届出） 

□防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務 

□リサイクル計画書の作成 

■概略工事工程表の作成 

□営繕事業広報ポスターの作成 

□災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設

の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関す

る特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等) 

□省エネルギー関係計算書の標準入力法による作成 

□建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。以下「建

築物省エネ法」という。）第13条第２項に規定する手続業務（手数料の納付は含ま

ない） 

□建築物省エネ法第20条第２項に規定する手続業務 

□建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書の作成 

□官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化

炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務（詳細なLCCO2を求める

場合） 

□住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。） 

□日影図の作成 

□環境保全性に関する検討・評価資料の作成 

□ＬＣＥＭツールによる空調システムの評価 

■営繕工事特記仕様書の作成 

■設計に関する質疑等においての当局への協力・助言 

 

２ 業務の実施 

（１）一般事項 

ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 

イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 
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ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 

エ 調査職員の指示により、「企画書対応確認書」を用いて、作成した成果物が企画書

の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を調査職員に提出する。 

（２）適用基準等 

本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の

対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施

しなければならない。 

ア 共通 

■官庁施設の基本的性能基準 

■官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 

■官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン 

■官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

□官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

□木造計画・設計基準 

□木造計画・設計基準の資料 

■官庁施設の環境保全性基準 

■官庁施設の防犯に関する基準 

■官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

□建築設計業務等電子納品要領 

■公共建築工事積算基準 

■公共建築工事共通費積算基準 

■公共建築工事標準単価積算基準 

■公共建築工事積算基準等資料 

■営繕工事積算チェックマニュアル 

□建築物解体工事共通仕様書 

□官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン 

□ 

イ 建築 

■建築工事設計図書作成基準 

■建築工事設計図書作成基準の資料 

□敷地調査共通仕様書 

■公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

■公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

□公共建築木造工事標準仕様書 

■建築設計基準 

■建築設計基準の資料 

□建築構造設計基準 

□建築構造設計基準の資料 

■建築工事標準詳細図 
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■構内舗装・排水設計基準 

■構内舗装・排水設計基準の資料 

□ 

ウ 建築積算 

■公共建築数量積算基準 

■公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 

■公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 

□ 

エ 設備 

■建築設備計画基準 

■建築設備設計基準 

■建築設備工事設計図書作成基準 

■公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

■公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

■公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

■公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

■公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

■公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

■雨水利用・排水再利用設備計画基準 

■建築設備耐震設計・施工指針 

■建築設備設計計算書作成の手引き 

□空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン 

□ 

オ 設備積算 

■公共建築設備数量積算基準 

■公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 

■公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

□ 

（３）提出書類 

業務実績情報の登録の要否 

□要 

受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登録する。

なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を受ける。また、業務完

了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録（調査

職員の押印済み）」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を

行う。 

■不要 

（４）業務計画書 

業務計画書には、次の内容を記載する。 
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ア 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、平成２４年４月１日以降に

契約履行が完了した同種又は類似業務の実績、平成２４年４月１日以降に契約履行が

完了した国等発注の業務実績及び手持業務の状況 

イ 各主任担当技術者（管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括す

る役割を担うものをいう。）の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、

平成２４年４月１日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績、平成２４年

４月１日以降に契約履行が完了した国土交通省等発注の業務実績及び手持業務の状況 

ウ 担当技術者の分担業務分野、所属・役職、氏名、年齢、保有資格、平成２４年４月

１日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績（担当技術者を配置する場合） 

エ 協力事務所（協力者のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をい

う。以下同じ。）の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び

具体的内容（協力事務所がある場合） 

ただし、主たる分担業務分野のうち、積算に関する業務を除く業務を再委託しない

こと。 

オ 分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由及び主任担当技術者の氏名、生年

月日、所属・役職、保有資格、平成２４年４月１日以降に契約履行が完了した当該分

野における業務の実績、手持業務の状況（建築、構造、電気及び機械以外に分担業務

分野がある場合） 

注）「平成２４年４月１日以降に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、

次の①～③全ての項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所とし

て携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

① 平成２４年４月１日以降に契約履行が完了した施設の設計業務実績 

② 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技術者又

はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業

務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。） 

③ 次を満たす施設の設計業務実績 

(ｱ)同種業務の実績における対象施設は、業務施設の改修とする。 

(ｲ)類似業務の実績における対象施設は、教育施設及び専門的教育・研究施設の改

修とする。 

カ 公共建築設計業務委託共通仕様書第３章３．２に定める設計方針 

（５）調査職員の権限内容 

ア 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議、

及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う。また、設計図書の変更、一時

中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等（会計法（平成

18年6月7日改正法律第53号第29条の3第1項）に規定する契約担当官等をいう。）に対

する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指揮監督並びに調査業務のとり

まとめを行う。 

イ 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議

（重要なもの及び軽易なものを除く）の処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記
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載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業

務との調整（重要なものを除く）の処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又

は契約の解除の必要があると認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、

調査員の指揮監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。 

ウ 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽

易なものの処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合そ

の他契約の履行状況の調査（重要なものを除く）を行う。また、設計図書の変更、一

時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行う

とともに、一般調査業務のとりまとめを行う。 

エ 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査

員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、

調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当す

る。 

（６）管理技術者の資格要件 

□設計業務説明書による 

技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、

病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技

術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

■下記による 

業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者を適切に配置した体

制とする。 

ア 管理技術者 

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人の場合にあってはその

者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなけ

ればならない。 

■建築士法（昭和25年法律第202号以下同じ。）第２条第２項に規定する一級建築

士 

□建築士法第２条第５項に規定する建築設備士 

■下記の実務経験を有すること 

□18年以上 

□13年以上 

□８年以上 

■５年以上 

□管理技術者は、総合分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 

（７）資料の貸与及び返却 

ア 既存設計図書等 

■既存建築物設計図書一式 

■既存工作物設計図書一式 

イ 既存資料 
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□既存敷地調査資料（柱状図） 

□ 

ウ 貸与品等及び返却 

貸与場所（ 兵庫労働局総務部総務課 ） 貸与時期（ 業務着手時 ） 

返却場所（ 兵庫労働局総務部総務課 ） 返却時期（ 業務完了時 ） 

（８）打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 

ア 業務着手時 

イ 調査職員または管理技術者が必要と認めた時 

ウ 発注者、関連機関等との協議が必要となった時 

エ その他（ 毎月１回、進捗状況の報告を行う定例会を開催すること。 ） 

（９）成果物等の情報の適正な管理 

ア 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守

のうえ、成果物等の情報を適正に管理すること。なお、発注者は措置の実施状況につ

いて報告を求めることができる、また、不十分であると認められる場合には、是正を

求めることができるものとする。 

成果物等とは、 

（ア）Ⅱ３に規定する成果物（未完成の成果物を含む。） 

（イ）その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙

媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 

① 発注者の承諾なく、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させ

る、提供するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む）しない。 

② 業務の履行のための協力事務所等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範

囲について行う。 

③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発

注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子

データによる送信又は運搬にあたってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必

要となる措置を講ずる。 

④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 

⑤ 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、

Ⅱ２（７）ウにより発注者に返却する。また、複製等については、適切な方法によ

り消去又は廃棄する。 

⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の

保持が求められるものとなるので特に取り扱いに注意する。 

イ 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたとき又は生じたおそれが認められた場合は

速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 

ウ 上記ア及びイの規定は、契約終了後も対象とする。 

エ 上記ア、イ及びウの規定は、協力者等に対しても対象とする。 

（10）その他、業務の履行に係る条件等 



- 10 - 

 

ア 指定部分の範囲   （ なし         ） 

□指定部分の履行期限（            ） 

イ 成果物の提出場所  （ 兵庫労働局総務部総務課 ） 

ウ 成果物の取り扱いについて 

提出されたＣＡＤ及びＰＤＦデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸

与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管

理に使用することがある。 

エ 写真の著作権の権利等について 

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

① 写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することがで

きる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場

合は、この限りではない。） 

(ｱ)写真を公表すること。 

(ｲ)写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

オ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒

否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、

捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合

も同様とする。 

② ①により警察に通知又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。 

③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。 

④ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じ

る等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（11）その他 

ア 道路や近隣住宅地、庁舎の他の入居者との調整、工事の際の施工方法、施工手順等

について周囲に影響を与えないよう十分検討し、計画すること。 

イ 本件改修の内容を参考に、現地を調査のうえ、関係法令に照らし合わせ適宜監督職

員及び労働局総務部総務課会計４係担当職員（以下「担当職員」という。）に対し不

足箇所、追加すべき改修箇所を提示すること。 

ウ 本特記仕様書に定めのないことは監督職員及び担当職員と協議のうえ決定する。 

 

３ 成果物、提出部数等 

（１）成果物として、管理技術者が責任をもって内容を確認した設計図及び積算関係資料を

下記の時期までに提出すること。 

設計図面及び積算資料の提出 

提出期限 令和 ５年 ３月 １７日（金） 
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提出形式 ａ．紙媒体 Ａ４ファイル １部 

①業務計画書（業務着手時に提出する） 

②業務工程表（業務着手時に提出する） 

③現地調査表 

④積算結果（根拠資料不要） 

⑤工事工程概略表 

ｂ．実施設計図面 製本 Ａ４版（Ａ３版を２ツ折）３部 

①表紙 

②図面リスト 

③特記仕様書 

④機器仕様書 

⑤案内配置図・建物配置図 

⑥凡例・対象数量表 

⑦平面図（各階） 

⑧立面図（各面） 

⑨その他図面 

ｃ．ＣＤ－Ｒ ２部（うち１部はｂ．のみ保存） 

上記ａ．及びｂ．の全ファイルを１枚のＣＤ－Ｒに全て保存すること。 

なお、ａ．④積算結果はエクセルファイル、ｂ．はＣＡＤ及びＰＤＦ

データとすること。 

（２）実施設計内容の発注者への説明等    ■要   □否 

提出時、発注者に実施設計図書、積算資料の内容について説明を行うこと。 

 

４ その他 

（１）現地調査をするときは、事前に監督職員に連絡を入れ、調査のための庁舎内立ち入りに

ついて許可を得ること。また調査の際には身分を証明できるものを携行すること。 

（２）設計図には原則として、材料の商品名、製造会社名を記入しないこと。 

（３）その他詳細については監督職員及び担当職員の指示によること。 

 
Ⅲ 留意事項 

（１） 請求書の宛名は「官署支出官 兵庫労働局長」とすること。 

（２） 請求書には受注者の社名及び代表者の職名並びに氏名を記載すること。 

（３） 契約事業者への支払いは、適法な請求書を受理した日から３０日以内に対価を支払

うものとし、支払方法は契約事業者が指定する金融機関口座への振り込みとする。 

（４） 契約関係書類の扱いについて 

① 担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 

② 契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取す

る場合がある。 

 







姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

姫路労働基準監督署駐車場改修工事設計図
通し
番号

図面番号 図　面　名　称 図面番号
番号
通し

図　面　名　称 図面番号
番号
通し

図　面　名　称

表紙・図面リスト

A-

工事概要・附近見取図・配置図

特記仕様書-1

特記仕様書-2

特記仕様書-3

00

-

屋外施設等配置図（現況図）

屋外施設等配置図（撤去図）

屋外施設等配置図（計画図）

屋外施設等断面図・詳細図-1

屋外施設等断面図・詳細図-2

自動車車庫　矩形図・部分詳細図

特記仕様書-4

特記仕様書-5

表紙・図面リスト 電気設備　特記仕様書-1

電気設備図 鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)

鉄骨工作標準図(1)

鉄骨工作標準図(2)

伏図・軸組み図

部材リスト、鉄骨詳細図

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A - 00

01-A

A - 02

03-A

A - 04

05-A

A - 06

-A

A -

-A

A -

A - 11

10

09

08

07

電気設備　特記仕様書-2

E

E

E

-

-

- 03

02

01 S

S

S

S

S

S

S -

-

-

-

-

-

- 01

02

03

04

05

06

07

構造特記仕様書

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)

A -

- 12

13

自動車車庫　平面図・立面図・断面図

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24



敷地境界線　61.66

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

▼車輌進入口

花壇

花壇 花壇

花壇 花壇
花壇

延べ床面積：854.08㎡
建築面積:431.78㎡

既存建物　庁舎

850 2,000

既存建物　自転車置き場
ＲＣ造平屋建

建築面積:13.00㎡
延べ床面積：13.00㎡

▼
壁
芯

雨
水
排

水
管

ＲＣ造2階建

敷
地
境

界
線
　

3
5
.1
0

▲
ﾒｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ｪ
ﾝｽ
 
H=
1
,2
0
0

▼
ﾒｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ｪ
ﾝｽ
 
H
=
1
,
20
0

焼却炉

H=900

花壇

花壇

花壇ｽﾛｰﾌﾟ

▼進入口

ﾎﾟｰﾁ

▼入口

▼
入

口

▲
入

口

雨水排水管
水路

隣地

敷
地

境
界
線

 
1.
1
0

U字側溝

敷
地
境

界
線
　

1
3
.9
4

敷
地

境
界
線

　
1
9
.
9
7

隣地擁壁

道路境界線　46.00

敷
地
境

界
線
　

1
3
.
91

敷地境界線　16.00

歩
道

車
道

雑排水管

雑
排
水
管

敷地境界線　15.95

敷
地
概
要

２)屋外工事

・本工事に必要な官公庁その他の手続きは速やかに行うこと。

・安全対策については、現場の状況に応じ適切な方法を講じること。

・工事施工に使用した進入経路、資材置き場等の作業内は現況に復旧すること。

・本工事により破損を生じた箇所には在来に倣い補修すること。

・解体工事時は散水を行い、粉塵等が飛散しないよう注意して施工すること。

工事名称

工事場所

敷地面積

敷地用途

防火地域

用途地域

埋蔵文化財

１)新築工事

①駐車場

①自動車車庫

②囲障工事

③植栽工事

④溝きょ工事

⑤給排水

設備工事

⑥電　気

設備工事

⑦その他

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

姫路市北条1-83

1847.24ｍ2

法22条区域

第二種住居地域（一部、近隣商業地域）

北条遺跡内

建築面積 47.60㎡ 延床面積 47.60㎡

・建築工事　及び　電気設備工事

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去及び新設　

・車止め撤去　・ﾊﾞﾘｶｰ撤去　・駐車ﾗｲﾝ消去　

・植栽枡用ﾌﾞﾛｯｸ、車止めの撤去及び新設　

・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の撤去及び新設

・植栽撤去

・U型側溝の撤去及び新設

・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの移設及び新設　・地中埋設工作物の撤去

・地中給水管の切断及び閉塞

・地中雨水排水管の切断、閉塞、撤去及び新設　・雨水枡の新設

・地中電線管の切断及び閉塞

・水路擁壁の一時撤去及び復旧

一
般
事
項

工
事
概
要

南駅前町

姫路駅

豊沢町

北条一丁目

・本工事範囲は遺跡内につき、掘削の際は官公庁の指示に従うこと。

2
2
,
00
0

前
面

道
路
幅

員

U型側溝

雨水排水管

H.H

ＲＣ造平屋建
既存建物　自自動車車庫

建築面積:46.75㎡
延べ床面積：46.75㎡

U型側溝

L型擁壁
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
H=1,200

▲入口

置場

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
既設

工事概要・附近見取図・配置図 1/300・1/5000 ( A3 )

隣地

計画敷地

播磨高等学校
兵庫県

交番前
姫路駅南

姫路
ﾊﾛｰﾜｰｸ

配置図　S：1/300

概　要

附近見取図

配置図　　Ｓ=1/300

Ｓ＝1/5000

A- 01

庁舎　（附属駐車場）

構造 鉄骨造平屋建て

・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの撤去及び新設

・雨水排水放流(最終部)に関しては、別途申請手続きを行うこと。
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構造・階数：

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

( A3 )

A-

特記仕様書-1

　○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。

第二種

・建築工事一式　・外構工事一式　・撤去工事　その他（　　　　　）

47.60

47.60

47.60

S造 平屋建て

姫路労働基準監督署駐車場

約　1847.24

姫路市北条1-83

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

m2

m2
m2

m2

m2

m2

1階

その他

また、引渡しの状況により引き続き維持管理を求めることがある。

適切に手続き等を行うこと。

それ以外の材料を使用する場合は、監督職員との協議により、

　ものはその認定ラベル、認定番号等を示し、監督職員の承諾を受けること。

　取合い部分以外でも今回工事による損傷と認められた場合も同様とする。

　法定防火材料及び法定耐火材料、耐火構造、その他法に定めのある

　業者等の標準仕様により施工すること。

　特記仕様書、標仕に工法が記載されていない材料は、製造所、施工

防火材料

工法の記載のない材料

※

※

　請負業者が行うこと。

　同材によって完全に補修しなければならない。

　都合などにより破損、損傷させた箇所は、今回仕上げ及び旧仕上げ

　既設建物と今回工事との取合い部分その他で、はつり、及び工事の

　道路交通法、災害及び公害防止諸法その他工事に伴う諸手続きは、

　の承認の上、新材とすることが出来る。

　再生材料の適用についてやむを得ない事情がある場合は、監督職員

　び表４．６による。

　及び粒度範囲は、「プラント再生舗装技術指針」の表４．５及

　再生加熱アスファルト混合物のマーシャル安定度試験の基準値

　「プラント再生舗装技術指針」の表２．１及び表４．１による。

　再生クラッシャランの品質及び粒度範囲は（社）日本道路協会

既存部分との取り合い

工事に伴う諸手続

再生材料の品質等

※

※

※

材料についての注意事項※

　職員が同等以上と認めたものを使用すること。

　材料の商品名、製造所、施工業者などは、特記されたもの又は監督指定材料※

営繕部監修公共建築工事標準仕様書平成25年度版（以下「標仕」という)

延べ面積：

・河川保全　・土地区画整理　・（　　　）種高度地区

・宅造　　・砂防　　・風致　　・都市公園

・指定なし　　　・第22条指定区域内

・防火地域　　　・準防火地域

・工業地域　　　・工業専用地域　・指定なし

・近隣商業地域　・商業地域　　　・準工業地域

・（　　　　　）住居専用地域　・（　　　　）住居地域

・市街化区域　　・市街化調整区域

建築面積：

　なお、工事完成後引き渡しまでの管理責任は請負者とする。

　完成検査に合格したときは書類を添えて引き渡すものとする。

　監督職員の指示による。

　規格に規定のないものについては、本仕様書の該当各項目または、

　農林規格（JAS）、日本建築学会標準仕様書（JASS）とし、これらの

　試験の基準は、日本工業規格（JIS）、基本標準規格（JES）、日本

　官公署職員立会いのもとに定める。

　行う。なお、位置が不明の場合は、監督職員、隣地所有者及び関係

　の埋没、倒壊、滅失のおそれのある箇所は充分に養生及び保存を

　隣地及び道路との境界は、工事着手と同時にこれを確認し、境界杭

　(3)特記仕様書　(4)仕上表　(5)図面　(6)国土交通省大臣官房官庁

　(1)図面・補足説明書に対する質問回答書　(2)補足説明書

　○印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　特記事項は、○印の付いたものを適用する。

防火地域

用途地域

区域

既設部分

延べ面積

床 面 積

建築面積

構造・階数

建物名称

敷地面積

引き渡し及び管理責任

材料検査に伴う試験

境界杭の確認

設計図書の優先順位

本特記仕様書の取り扱い方

※

※

※

※

※

第１章　一般共通事項

地 域 地 区 等

工 事 範 囲

工 事 概 要

工 事 場 所

工事名称：

　原図一式、A3版二つ折り製本　：　２部

m2

　A3板二つ折り白焼製本：２部

　原図一式をA3版PDF化した電子ﾃﾞｰﾀ及び完成図CADﾃﾞｰﾀを保存したCD-R）：１枚

130

　2.建築基準法施行令第20条の７第３項による国土交通大臣認定品

　2.建築基準法施行令第20条の７第４項による国土交通大臣認定品

測定箇所数

室の床面積（   ）

　完成図：※要　・不要

　4.旧JASのFco規格品

　3.旧JASのEo規格品

　1.JIS及びJASのF☆☆☆規格品

　をいう。（以下「第三種材料」という。）

　ホルムアルデヒドの放散量が、「第三種」に該当する建築材料とは以下のもの

　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

　　b.接着剤不使用

　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　3.下記表示のあるJAS規格品

　1.JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

　ものをいう。（以下「規制対象外材料」という。）

　ホルムアルデヒドの放散量が、「規制対象外」に該当する建築材料とは以下の

　　　　　　　による。

　　　　　　　　　・吸引方式　

　　空気採取方式：※拡散方式（パッシブ型採取機器）　

　（学　　　　　校）上記　＋　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

　（一般施設・住宅）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ

　測定対象化学物質：

　測定箇所数：室の床面積（Ａ　）に対して、以下の箇所数以上とする。

1.7.1完成時の提出図書

化学物質を放散する建築材料等

　測定条件等：室内空気中化学物質の濃度測定要領（大阪府住宅まちづくり部公共建築室)

別途工事に対する協力※

火災保険等

技能士

特別管理産業廃棄物

建設機械

有価発生材の処置

※

※

※

※

※

＊デジタルカメラを使用する場合は

ネガをデータと読み替えるものとする

工事の記録※

室内濃度の測定

揮発性有機化合物の

再資源化を図る建設副産物

建設副産物の処理

分別解体等

設備工事等との取扱い

※

※

※

　・有（　建設発生土　第一種特定有害物質　　）　　・無

工事進入路、足場、工事用人載ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の使用について協力すること。

　建築本体工事請負者等は別契約請負者に対して、仮設建物用地の確保、

　・不要　・要（建設工事保険等）　・要（火災保険又は組立工事保険）

　　するよう努めること。

　　その他の工事についてもできるだけ１名以上の技能士が従事

　　適用する工事については、１名以上の技能士が従事すること。

　　　　　　　圧送　・防水　・とび（鉄骨）・土工　・　　　　）

　※適用する（適用工事種別：・鉄筋　・型枠　・コンクリート

　・適用しない

　処理方法：図示による

　低騒音型または排ガス対策型の機械を使用すること。

　価格を控除する方法によって請負業者が引き取ること。

　有価発生材は特記なき限り、撤去工事費から、有価発生材の見積

　・測定する　　・測定しない

　　　　　常時換気しない室等のそれぞれ１室以上を測定する。

　　　　　5.居住室・宿泊室、6.研究室などその他の主要室、書庫・倉庫など

　　　　　なお、特記なき場合は、1.事務室、2.会議室、3.上級室、4.休憩室

　　　　　報告すること。

　　　　　厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に

　測定室：仕上げ表に特記した室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、

　職員の承諾を得なければならない。

　ただし、受入側の事情等やむを得ない事情により、処理地を変更する場合は監督

　再資源化を図る建設副産物の処理地は、再資源化を行っている中間処理場とする。

　塊、建設発生木材、（　　　　　　　　　　　　　）とする。

　再生資源化を図る建設副産物は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート

　処理地への搬入日時、処理時の写真等を報告書にまとめて提出すること。

　処理方法等については補足説明書等による。また監督職員が指示する場合は、

　建設省経建発第３号）その他関係法令等を遵守して行なうこと。

　処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要項（平成５年１月12日

　建設副産物の処理の方法は、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の

　に関する法律を遵守し、その種類ごとに分別しつつ施工すること。

　工事に伴い副次的に生ずる建築資材廃棄物は、建設工事に係る資材の再資源化等

サイズ
サービス

ネガ提出

原則として

仕上げ記入

カラー

ネガ提出

原則として

仕上げ記入

カラー

カラー

カラー

備考

2

2

1

1

部数

版以上

キャビネ

版以上

キャビネ

サイズ

サービス

印画の大きさ

以上

２面

主要室

2

指示

4

2

箇所

屋内

外観

部分詳細図

施工の状況

４方向から

ある場合は

解体建物の

現　況

撮影箇所

竣工時

工事中

全工区工事着手前

撮影工程

設備工事等

△ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

△ｶｰﾃﾝ △暗幕

煙感知器連動装置

取付

排気ﾌｰﾄﾞの製作及び

　カガミ

ロ.一般用の洗面用

  湯沸室の床排水

イ.便所、浴室、

ハ.左記の電源接続

ロ.ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三方枠

　付け

イ.換気扇本体及び取

　充填

　付け後の開口隙間の

ロ.ダクト、配管取り

　の材料及び取り付け

イ.スリーブ、箱入れ等

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ､ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

装置用切込、補強

扉、煙感知器連動

雨仕舞(防水)

排気ﾌｰﾄﾞの化粧張

床、天井の点検口

　カガミ

c.図面に特記した

b.マット排水

a.浴槽　

c.ｴﾝｼﾞﾝﾄﾞｱ一式

b.自動ｼｬｯﾀｰ一式

a.換気扇枠

　家具類の切り込み

　壁、床等）

　並びに内装材（天井、

　は、下地枠取付補強、

　板等の部分について

b.木造、軽鉄下地、ALC

　ついては鉄筋補強

a.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造部分に

建築工事

８．ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ等

　　　　　防火扉

７．煙感知器連動

６．屋上配管貫通

５．排気フード

４．点検口

　　工事関係

３．給排水衛生

２．電気工事関係

　ダクト等）

　（設備機器、管、

１．開口部補強

（△印は備品）

Ａ≦50

1 2

50 ＜Ａ≦200 200＜Ａ≦500

3

500＜Ａ

4

2.2.4外部足場

　・養生ｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　・養生金網　・朝顔　・防音ﾊﾟﾈﾙ　・防護棚

　・ｼｰﾄ張　・ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m（・ｼｰﾄ張）　・波型ｶﾗｰ鉄板仮囲い　　

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

定置する足場及び作業構台の類は、別契約の関係請負者に無償で使用させる。

　・鋼製単管足場　　・その他

　・枠組足場（W=　・600　・900　・1200）

手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について

※厚生労働省　平成２１年４月「手すり先行工法等に関するガイドライン」による。

　・防音シート　・防音パネル

災害防止シート

仮囲い

　

第２章　仮設工事

※

誘導に従事するもの）

第４項に規定する警備員で交通

交通誘導員（警備業法第２条

事務員

監督員事務所の備品等

監督職員事務所

2.3.1(a)(b)

工事用設備等

高圧洗浄機

※

m2 m2m2m2m2

畳敷き

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

合板又は石膏ボード張り、合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

合板張り又はビニル床シート張り

仕上げ

休憩室

屋根

内壁・天井

床

部位等

　監督員事務所の仕上げは下表を標準とする。

　・不要　・不要（但し、維持管理費の共同負担を要する。）

　備　品：　・要　　※不要

　要（　　　人）　・不要　

衣類ﾛｯｶｰ、消火器、掃除具、冷房機器、石油ｽﾄｰﾌﾞ　＊３号以上の監督員事務所

＊ﾃﾚﾋﾞ、文具一式、ｺﾞﾑ長靴、雨かっぱ、防護帽、懐中電灯、安全帯、流し台、ｶﾞｽｺﾝﾛ、湯沸器

電話及びﾌｧｸｼﾐﾘ、複写機、ﾊﾟｿｺﾝ（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ契約含む）、ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

机、いす、書棚、ホワイトボード、掛時計、寒暖計、会議机、折りたたみ椅子、＊応接セット

する備品等は下記を標準とする。（別契約工事の監督職員分を含む。）

監督員事務所には監督職員の指示により、電灯、給排水その他の設備を設ける。なお、設置

　※要（　　　人）　　　・不要　　　

　※工事期間中　　　・（　　　　　　　　　　　　）

また、工事期間中に掛かった費用についても、請負者負担のこと。

　給排水、電気、その他の工事用設備の設置、撤去は請負業が行うこと。

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年度版、補足説明書、

図面・補足説明書に対する質問回答書

図面　　葉（本特記仕様書を含む）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修設 計 図 書

計画通知等において、使用できる材料が限定されている場合がある時、

　電気、その他の工事設備の設置、撤去の手続き、及び

※

・仮設出入口

※

※

※

　・要（・１号：10   ・２号：20  ・３号：35   ・４号：65   ・５号：100   ）

70

　・要（・　台　　　・　　台）　　　・不要

02

-

新築（１／５）

・ｶﾗｰ鉄板囲い（　・H=　m　・H=　　m　（・設置済　　・一部移設））

24
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表6.4.1　構造体強度補正値(S)の標準値　

構造体強度補正値(S) (N/mm2)

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

高炉ｾﾒﾝﾄB種

低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

混合ｾﾒﾝﾄのA種

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

ｾﾒﾝﾄの種類

13≦θ

14≦θ

9≦θ

11≦θ

8≦θ

5≦θ

3

予想平均気温θの範囲(℃)

ｺﾝｸﾘｰﾄの打込みから材齢28日までの

6

0≦θ<9

0≦θ<13

0≦θ<14

0≦θ<11

0≦θ<5

0≦θ<8

補正値[N/    ]

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

( A3 )

A-

・

・

・

・

・

5.3.7各部配筋

5.4.9圧接完了後の試験

5.3.7梁貫通孔の補強方法

第６章　コンクリート工事

6.1.3  6.11.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

水密ｺﾝｸﾘｰﾄ

混和材料の品質

5.2.2溶接金網

5.3.4ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋の使用

5.3.4継手

高止まり、低止まり補強

杭芯ずれ補強

・ 直接基礎

・ 直接基礎の許容地耐力

・ 地盤改良

※ 4.6.3砂利及び砂地業

5.2.1鉄筋

第５章　鉄筋工事

※

※

4.4.5杭頭補強

4.3.7杭頭の処理

4.1.3施工一般

杭工事

六価クロム溶出試験

改良深さの決定

地盤改良（固化材添加量の決定）

3.3.1山留め

3.2.5建設発生土の処理

3.2.3埋戻し及び盛土

・

第４章　地業工事

・

第３章　土工事

6.3.2(2)ｺﾝｸﾘｰﾄの調合条件

月旬平均気温と補正値

6.3.2(1) 調合管理強度

及び調合強度

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上り

6.2.5

6.2.5 ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上り

6.10.2(f)

6.2.4  ﾜｰｶﾋﾞﾘﾃｨｰ

6.2.3　気乾単位容積質量

6.14.1

混和材　(JIS A 6202)

6.3.5 混和材料

              及びｽﾗﾝﾌﾟ

6.1.4 ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

6.1.5　ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

　化学混和材　空気量4%以下　水ｾﾒﾝﾄ比55%以下

　　「構造体強度補正値（Ｓ）」適用期間　（大阪の月旬平均気温（℃）　2016年）

　・ 類類

(iii)

(ii)

(i)

補正値[N/    ]

補正値[N/    ]

正規偏差を乗じた値を加えたものである。

調合強度は、調合管理強度に、強度のばらつきを表す標準偏差に許容不良率に応じた

による。

3）日平均気温の平年値が25℃を超える期間にｺﾝｸﾘｰﾄを打ち込む場合は、12節

標仕に基づく補正を行うこと。

2）コンクリート打設時温度が上表平均気温より大きく変化する場合は、適宜

　調合強度の確認は、原則として、材齢28日の圧縮強度とする。

　ｺﾝｸﾘｰﾄは、ｱﾙｶﾘ骨材反応を生じるおそれのないものとする。

　塩化物量　ｺﾝｸﾘｰﾄに含まれる塩化物ｲｵﾝ量で0.30kg/m3以下。

[注]　1）出典　気象庁ＨＰより

月別

構造体強度

大阪

構造体強度

大阪

構造体強度

大阪

から材齢28日までの期間の予想平均気温に応じて定める。

　　 加えた値、かつ、10節以降の関係する節の規定を満たす

 調合管理強度は、設計基準強度(Fc)に、表6.3.2の構造体強度補正値(S)を

 構造体強度補正値(S)は、表6.3.2により、ｾﾒﾝﾄの種類及びｺﾝｸﾘｰﾄの打込み

(a) ｺﾝｸﾘｰﾄ部材の位置及び断面寸法の許容差は、表6.2.3による。

　・その他     ：            

　（　　　　　　）t/m3程度

　　ｺﾝｸﾘｰﾄは、ｱﾙｶﾘ骨材反応を生じるおそれのないものとする。

　　塩化物量　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄに含まれる塩化物ｲｵﾝ量で0.30kg/ｍ3以下。

　・膨張材                  　

　 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の推定は値の判定は、９節による。

　・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ：　・ Fc１８　 ・ Fc２１　 ・ Fc２４ 　

　 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度は、材齢91日において設計基準強度以上とする。

　 又は封かん養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。

　 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度は、工事現場で採取し、工事現場において水中養生

　設計基準強度：使用区分は図示による

　　Ⅰ　　　Ⅱ

上旬

27.6

上旬

19.5

月別
上旬

9.0

m 130

m 130

m 130

月別
９月

中旬

6

25.5

５月

中旬

20.8

１月

中旬

6.0

下旬

24.2

下旬

23.1

下旬

5.6

上旬

23.7

3

上旬

21.8

6

上旬

6.1

１０月

中旬

20.4

６月

中旬

24.3

２月

中旬

8.9

下旬

3

17.3

下旬

23.8

下旬

7.2

上旬

13.1

上旬

28.4

上旬

11.2

１１月

中旬

14.9

７月

中旬

27.8

３月

中旬

10.0

下旬

12.1

下旬

28.0

下旬

11.1

上旬

6

11.5

上旬

30.2

3

上旬

16.9

１２月

中旬

6

7.8

８月

中旬

30.0

４月

中旬

15.7

下旬

8.9

下旬

28.4

下旬

17.6

(iii)

(ii)

(i)

　　　　　運搬車の試料から同時に製作した３個の供試体で１回の試験を行う。

　　　　　の供試体で１回の試験を行う。ただし、調合管理強度の管理試験用は、１台の

　　で３台の運搬車から製作した供試体から、それぞれ1個ずつ取り出し、３個

　　　　　の試料から同時に３個の供試体を製作する。

　　　　　数の供試体を製作する。ただし、調合管理強度の管理試験用は、1台の運搬車

　適切な間隔をあけた３台の運搬車から、それぞれ試料を採取し、   で必要な

　　　　　応じて、それぞれ３個とする。

　　　　　法に基づく建築主事　特定工程検査用）、表6.9.2による試験用その他必要に

ひび割れ誘発目地　※図示による

技能検定試験「ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工」の１級に合格したものとする。

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送従事者は、ﾎﾟﾝﾌﾟ車１台につき一人以上は職業能力開発促進法による

10節以降の関係する節を満たすものとする。

　∴調合管理強度≧設計基準強度(Fc)＋構造体強度補正値（S)を加えた値、かつ、

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの呼び強度の強度値は、6.3.2(1)で定める調合管理強度以上とする。

　　　1回の試験の供試体の数は、構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ材齢7日圧縮強度推定用（建築基準

　(1)　1回の試験の供試体の個数及び試料採取

(b)　ｺﾝｸﾘｰﾄの強度試験方法

(ii)

(i)

6.9.3 ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

6.8.3 材料

6.8.2 一般事項

6.6.1 工事現場内運搬

6.4.2 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

の発注

　　　 試験の総則

　　により土質を確認し固化材添加量を決定する。なお、最小添加量は50kg/ｍ3  とする。

　　2.2kg/cｍ2   )とし、試験の結果を報告書にまとめ、速やかに監督職員に提出するものとする。

　所要地耐力（　　　　　  　　kＮ/ｍ2   ）　製造所：

　使用量（　　　　　　　　　　kg/ｍ3   程度）

m3

m2

ｍ2ｍ3

　・構造図参照　　・標仕巻末「各部配筋　参考図」参照　・図示による

　・図示による

57以上

59以上

61以上

63以上

61以上

63以上

65以上

67以上

20

25

30

40

砕石砂利

粗骨材の実績率

種類

最大寸法

　及び実績率試験方法による。

　粗骨材の実績率は下記の表による。実績率はJIS A1104（骨材の単位容積重量

　　　　及びJIS R5213（ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ）に規定するA種

　　　　ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ又はJIS R5211（高炉ｾﾒﾝﾄ）、JIS R5212（ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ）

　材料：JIS R5210（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）に規定する普通・早強・超早強・中庸熱

　品質管理の方法等必要な事項を施工計画書に定めて監督職員の承諾を受ける。

　水密ｺﾝｸﾘｰﾄの配合・練りまぜ・運搬・打込み・打継ぎ及び養生など、

 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　）

混和剤　

　をできるだけ小さくし、また単位粗骨材量をできるだけ大きくする。

　調合は、ｺﾝｸﾘｰﾄの所要の品質が得られる範囲内で、単位水量及び単位ｾﾒﾝﾄ量

　・膨張材　(JIS A 6202)　　

　※ＡＥ剤又はＡＥ減水剤　　　・高性能ＡＥ減水剤

混和材　

　・要　　・不要

　・特殊な鉄筋継手 （  ・機械式継手   ・溶接継手 ）

　・独立基礎　　・布基礎　　・べた基礎　　

　・（　　　　　）kN/   (長期)　　・平板載荷試験(　ヶ所)

　材料：・セメント系　　　　　

　使用量（　　　　　　　kg/   程度）    所要地耐力(　　　　kN/   )

　製造所：

　・サウンディング試験（　　ヶ所）

試験

材料

（b）作業地盤は、施工機械が傾斜し、転倒しないように養生する。

（a）施工に先立ち、施工手順を十分に検討し、施工機械の転倒防止に努める。

 (0.05mｇ/ｌ)を越える場合は、配合設計もしくは工法の変更を行なうものとする。

 (b)配合設計時における六価クロム溶出試験の結果、六価クロム溶出濃度が土壌環境基準

　とし、試験の結果を報告書にまとめ、速やかに監督員に提出するものとする。

　要領（案）（国土交通省）による。環境庁告示46号溶出試験及びタンクリーチング試験

 (a)試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施

（b)上記の換算N値に基づき、「大阪府営住宅設計要領」により地盤改良深さを決定する

　　この際、換算式は（社）地盤工学会刊行の「地盤調査法」に示す「稲田の式」による。

（a）地盤改良範囲内のN値が不明な場合は、サウンディング試験によりN値を求める

・サウンディング試験（　　　ヶ所）

　材料　・セメント系（無粉塵型）　　　　　

　　　固化材添加量を変更するものとする。

（ｃ）室内配合試験において目標強度が得られない場合は、監督職員と協議の上、

（b）配合設計時における地盤改良の強度試験は、室内配合試験（一軸圧縮試験・目標強度

（a）地盤改良範囲内の土質が不明な場合は、必要に応じ、監督職員と協議の上、試験掘

　※場外処分  ・場内処分（・敷きならし　・　　　　　）

養生方法

水中養生

工事現場における

材齢

7日

試験回数

(a)による

建築基準法に基づく

養生方法

標準養生

水中養生

封かん養生

工事現場における

(b)(3)(i)による

工事現場における

必要に応じて定める

28日を超え

91日以内

材齢

28日

28日

試験回数

(a)による

(a)による

(ii)

　　　　　なお、供試体の保管場所は、直射日光の当たらない屋外とする。

　　　　　また、水中養生の場合の養生温度は、養生水槽の水温の最高及び最低を毎日

　　　　　測定し、養生期間中の全測定値を平均した値とする。

　　　　　打ち込んだ構造体に近い条件になるようにする。

　　　工事現場における養生は水中養生又は封かん養生とし、養生温度はｺﾝｸﾘｰﾄを

　　　 なお、脱型は、ｺﾝｸﾘｰﾄを詰め終わってから16時間以上３日以内に行う。

　　　 製作し、それぞれ試験の目的に応じた養生を行う。

　　標準養生の場合は、JIS A 1132による20±2℃の水中養生とする。

　(3)　供試体の養生方法及び養生温度

(i)

構造体のｺﾝｸﾘｰﾄ強度推定試験

建築主事　特定工程検査用

　　 3　　　

Ｘ ＋Ｘ ＋Ｘ1 2 3

Ｘ＝

：圧縮強度の平均値　（N/mm2）Ｘ

･･･(6.9.1)式

　　 3　　　

＋ Ｘ ＋Ｘ1 2 3

Ｘ＝

Ｘ ：圧縮強度の平均値　（N/mm2）

･･･(6.9.2)式

Ｘ　　：1回の試験における3個の供試体の圧縮強度　（N/mm2）1～3

Ｘ ：1回の試験における圧縮強度の平均値　（N/mm2）

Ｘ ：2回の試験における圧縮強度の平均値　（N/mm2）

Ｘ ：3回の試験における圧縮強度の平均値　（N/mm2）

Ｘ

1

2

3

(iii)　3回の試験における圧縮強度の総平均値（Ｘ）は、6.9.2式による。

(5)　供試体の養生方法、材齢及び試験回数は、表6.9.2による。

ただし、寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの場合は、表6.11.1による。

特定工程検査用供試体(材齢7日)も採取のこと。

(6)　標仕による試験体のほか、建築基準法に基づく建築主事

　(4)　圧縮強度試験

(i)　試験方法は、JIS　A 1108（ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験方法）による。

(ii)　1回の試験における圧縮強度の平均値（Ｘ）は、6.9.1式による。

試験項目

構造体のｺﾝｸﾘｰﾄ

試験の目的

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ

圧縮強度推定用
材齢7日_

強度推定試験

調合強度の
管理試験

構造体のｺﾝｸﾘｰﾄ

試験の目的

調合強度の管理

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ

材齢28日
圧縮強度推定用

型枠取外し時期

の決定

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ材齢

28日を超え91日以内の
圧縮強度推定用

試験項目

強度推定試験

表6.10.2　供試体の養生方法、材齢及び試験回数

※

　※Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種　　　　・Ｄ種

　・鋼矢板工法　・親杭横矢板工法（・Ｈ鋼　※その他)　　・その他

厚さ：　※100mm　　・　　　　mm

　砂利（※再生クラッシャラン(C-40)　・切込砂利　・切込砕石） 

・JIS G 3112 ・ SD295A(D16以下) ・ SD345(D19以上) ・ SD390(D　以上)

・JIS G 3551  

　・重ね継手　　　・　　

　・ガス圧接継手　（適用箇所 ： ・柱及び梁の主筋（D19以上） ・   　　　）

　・既製補強金物（国土交通省又は日本建築ｾﾝﾀｰ評価品）

　・超音波探傷試験       ・引張り試験

 ・ 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ（・１種　・　２種　　気乾比重：　　　t/   ）

  ・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

　所要ｽﾗﾝﾌﾟ　　　・　　　　cm 

　・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ：　・ Fc１８　 ・ Fc２１　 ・ Fc２４　 ・ Fc２７　　

  ・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ：　・ Fc１８　　

　 柱、梁、ｽﾗﾌﾞ、壁（・１８cm ・　   　　）

　 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　（・１８cm　 ・　   　　）

　 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ（ ・２１cm以下 ・　　　　）

　　単位水量　　　（・185kg/ｍ3以下　　　・　　　　　）

　　単位ｾﾒﾝﾄ量（・270kg/ｍ3以上　　　・　　　　　）

　　水ｾﾒﾝﾄ比 　（・65％以下　・　　　　　）

　　空気量　　　 　（・4.5％以下 ・　　　　　）

(b) ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ  表6.2.4による　（・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種）

　　水ｾﾒﾝﾄ比 　（・65％以下　・　　　　　）

　・ＡＥ剤又はＡＥ減水剤　　　・高性能ＡＥ減水剤

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　・15mm　　・（　　mm）

・合板（厚さ12mm）・合板（厚さ15mm）　塗装の有無　・有（　　） ・無（　　）

合板の材質　・広葉樹、針葉樹又はこれらの複合合板　・その他

構造特記仕様書による

構造特記仕様書による

03

-

新築（２／５）

・

・

・含む(別途特記仕様書による)　　　・別途工事

　・含む　　　　・別途

　・含む　　　　・別途

　・含む（但し、補強費用は杭工事施工者の負担とする。）　・別途　

　・含む（但し、補強費用は杭工事施工者の負担とする。）　・別途　

　・六価クロム溶出試験　・サウンディング試験（　　ヶ所）

※

4.6.5床下防湿層

4.6.4捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業

※

　厚さ：※50mm　　　　・　　　mm

　材料：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　厚さ：※0.15mm　・　　　mm

　単位水量　（・185kg/m3以下　　・　　　　　　）

　単位ｾﾒﾝﾄ量　（・270kg/m3以下　　・　　　　　　）

　水ｾﾒﾝﾄ比　（・65％以下　　・　　　　　　）

　空気量　（・4.5％以下　　・　　　　　　）

特記仕様書-2

24



株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

( A3 )

A-

細骨材の塩分含有量

アルカリ骨材反応抑制対策

梁等の貫通孔

7.3.10　仮組

       ゲージ、ピッチ、へりあき等

       高力ボルト及び普通ボルトの

7.3.2 工作図

7.2.7デッキプレート

7.2.5 溶接材料

7.2.4 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

7.2.3 普通ボルト

7.2.2 高力ボルト

第７章　鉄骨工事

7.2.1 鋼材

7.1.4 施工管理技術者

7.1.3 鉄骨製作工場

6.9.5　構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の推定試験

6.9.4 調合強度の管理試験

6.12.2（e）暑中ｺﾝｸﾘｰﾄの

構造体強度補正値(S)

※径：図示による。

※径：図示による。

構造用鋼材材種及び使用箇所は図示による。

塩分が0.04%をこえる細骨材を使用してはならない。

　供試体は生コン工場にて作成し、公的機関にて試験を行うこと。

　但し、５階を越える毎に１回増すこととする。

　試験は打設前に１回実施する。

生コンGBRC試験

　仮組後、監督職員の検査を受ける。仮組の方法は、監督職員の承諾を受ける。

　・図示

・ Ｓｸﾞﾚｰﾄﾞ　 ・ Ｈｸﾞﾚｰﾄ　 ・ Ｍｸﾞﾚｰﾄ　 ・ Ｒｸﾞﾚｰﾄ 　・ Ｊｸﾞﾚｰﾄ

により以下の評定を得ている工場。

指定性能評価機関（(株)日本鉄骨評価センター、　(社)全国鐵構工業協会）

建築基準法に基づく指定資格認定機関等に関する省令第59条第23号による

次のいずれかの工場で、監督職員の承認する工場

　(2)　3回の試験結果の平均値は、調合管理強度以上とする。

　(1)　1回の試験結果は、調合管理強度の85％以上とする。

調合管理強度の管理試験の判定は、(1)及び(2)を満足すれば合格とする。

　　 満足すれば合格とする。

　(1)　現場水中養生供試体の材齢28日の圧縮強度試験から判定する場合は、

　　 　調合管理強度以上であること。

　　材齢28日までの平均気温が20℃以上の場合は、１回の試験結果が

　　　　　調合管理強度以上であること。

　　材齢28日までの平均気温が20℃未満の場合は、１回の試験結果が、

       　 設計基準強度に3N/mm2を加えた値以上であること。

　(2)　現場封かん養生供試体の材齢28日を超え91日以内の圧縮強度試験の

     　試検結果が、設計基準強度に3N/mm2を加えた値以上であれば合格

     　とする。

(b)　不合格となった場合は、監督職員の承諾を受け、JISS A 1107(ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　 からのｺｱの採取方法及び圧縮強度試験方法)又はその他の適切な試験

　　 方法により構造体の強度を確認し、必要な処置について、監督職員の

　　 指示を受ける。

(a)　構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の推定試験の判定は、次の(1)又は(2)のいずれかを

　　 満足すれば合格とする。

(i)

(ii)

・ SSC400

・STK400　・STK490

・STKR400　・STKR490

・STKN490B

・STKN400W ・STKN400B

・BCP235　・BCP325

・ BC R295　

・SN400C　・SN490C

・SN400B　・SN490B

鋼材名

一般構造用軽量形鋼

一般構造用炭素鋼鋼管

一般構造用角形鋼管

一般構造用圧延鋼材

建築構造用炭素鋼管

冷間成形角型鋼管

建築構造用圧延鋼材

規格名称

・ SN40 0A　

・ SS400

小梁他ﾌﾞﾚｰｽ大梁内ダイヤ通しﾀﾞｲﾔ柱

梁柱

・高力ボルト　・現場溶接

・高力ボルト　・現場溶接

・高力ボルト　・現場溶接

・高力ボルト　・現場溶接

ウエブ

フランジ

鉄骨工作標準図

継手

7.12.3亜鉛めっき

7.10.3  ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置

7.9.2  耐火被覆

7.8.3　錆止塗装

7.7.8　ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの溶接

7.6.11 溶接部の試験

7.6.7  溶接施工スカーラップ形状

　材料：JISA5406の規格品とする。

第８章　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

8.2.2補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

  厚さmm：　　120　mm

　材料：JISA5406の規格品とする。

  厚さmm

　表面形状：　・　図示による

8.3.2ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁及び塀

第９章　防水工事

8.4.2 ALCﾊﾟﾈﾙ

8.4.3 外壁ﾊﾟﾈﾙ構法

・・

・B種

・A種

・

・外壁 ・屋根及び床・間仕切壁

・F種・C種

・D種

・E種

使用箇所

厚さ（mm）

工法種別

8.4.4 間仕切壁ﾊﾟﾈﾙ構法

8.4.5 屋根及び床ﾊﾟﾈﾙ構法

・

・B種　・C種・A種　・B種

・60　・　

・外壁使用箇所

厚さ（mm）

工法種別

・間仕切壁

8.5.2 押出成形ｾﾒﾝﾄ板(ECP) 材料

8.5.3 外壁ﾊﾟﾈﾙ構法

8.5.4 間仕切壁ﾊﾟﾈﾙ構法

8.5.5 溝掘り及び開口部の処置 ﾊﾟﾈﾙの開口の限度：図示による

　　　　　　　　　　・保護コンクリート（工法：　　　　　）

　　立上り部の保護：・乾式保護材（材料：　　　　　　　　）

9.2 アスファルト防水 　歩行用屋根：屋根保護防水密着工法　　　・A-1　　・A-2　　・A-3

　　　　　　　屋根保護防水密着断熱工法　・AI-1　・AI-2　　・AI-3

　　　　　　　屋根保護防水絶縁断熱工法　・BI-1　・BI-2　　・BI-3

　　断熱工法の断熱材の厚さ：・25mm　

　　　　　　　　　　・保護モルタル

勾配1/200以上

　　脱気装置：（種類：　　　　　　数量：　　　　　　　）

　材料：・JISA6013の規格品　　・　　　9.3 改質アスファルトシート防水

9.2.5保護層等

　　・保護層

　屋内防水密着工法

　　仕上げ塗料：（種類：　　　　　　使用量：　　　　　　　）

　　シート防水

9.4 合成高分子系ルーフィング

　　　　屋根露出防水絶縁工法　・AS-T3　・AS-T4　・AS-J2　　　　

　種別：屋根露出防水密着工法　・AS-T1　・AS-T2　・AS-J1　　　　

脱気装置：（種類：　　　　　　数量：　　　　　　）

　・ゴムアスファルト系（・Y-1　・Y-2 ）　・保護層　

　　脱気装置：（種類：　　　　　　数量：　　　　　　　）

　・ウレタンゴム系（・X-1　・X-2）

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法：

　　S-F1の場合の入隅部の増張り方法：

　　目地処理方法：

　ＰＣコンクリート部材下地の場合

9.5　塗膜防水

　厚さ：・1.2mm  　・1.5mm  　　・2.0mm     　

　種別：・S-F1　・S-F2　・SM-1　・SM-2　・SM-3

　　種類：・　

　　　　・SI-F1　・SI-F2　・SI-M1　・SI-M2　・SI-M3

　材料：・JISA6008の規格品

　保証書は施工業者との連名で提出する

漏水試験

防水保証

　種類：表9.7.1による　　施工箇所：図示による

9.7　シーリング

9.6　ケイ酸質系塗布防水

　　種類：・C-UI　　・C-UP

　　材料：JASS 8 T-301

　　　　　　　屋根保護防水絶縁工法　　　・B-1　　・B-2　　・B-3

第１０章　石工事

第１１章　タイル工事

第１２章　木工事

第１３章　屋根及びとい工事

・

・

・

・

・

・

・

・

使用場所厚さ表面仕上げ　品質種類

      テラゾ

10.2.1　天然石　

　材料

耐凍害性

の有無

用途による
区分特注色の有無

標 準 色

見本焼の有無

試 験 張 り
使用場所工法

役物の有無

寸法及び
種類

11.1.3 伸縮調整目地

モザイクタイル 50角

100角

圧着 内装 床

内装 壁圧着

標準色

標準色陶器質タイル

  種別：

　ホルムアルデヒドの放散量

のせき板

11.2.7(a)ｺﾝｸﾘｰﾄの素地面ごしらえ 

11.3.3(a)　有機質接着剤

11.4.2(3)タイル型枠先付け面

11.4.3タイルの型枠先付け

 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「木造建築工事標準仕様書

 なお、南洋材については、防虫処理も行うこと。

 にて木材保存剤を塗布すること。

 ただし、現場における加工が生じた場合は、加工した箇所に対し、現場

 した後に現場に搬入する。

 保存処理木材の加圧式防腐・防蟻処理等は、工場で行い、十分に乾燥

 認定された製品とする。

 防腐・防蟻剤」の表面処理用油剤」及び「表面処理用乳剤」として

 現場で塗布する木材保存剤は、(社)日本木材保存協会において「木材

 の薬剤とする。

 厚生労働省の指針値以下（以下「ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ等」という。）の非有機ﾘﾝ系

 木材保存剤は、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽを含有せず、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ及びﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌについては、

 （以下「ﾕﾘｱ樹脂等」という。）を用いた接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

 ﾕﾘｱ樹脂、ﾒﾗﾐﾝ樹脂、ﾌｪﾉｰﾙ樹脂、ﾚｿﾞﾙｼｰﾙ樹脂又はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ系防腐剤

 ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。

 可塑剤を使用している木工用接着剤は、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞｰ

 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

小屋組、屋根野地、軒廻りその他

 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

12.2.2 集成材等の使用

12.2.1 (a)含水率　

12.1.4　表面仕上げ

12.3.1 防腐・防蟻・防虫の適用箇所 　 適用箇所：

12.2.1 (b)(2)(ⅲ)造作材の材面の品質

12.2.1 (b)(ⅳ) 樹種  ・特記樹種：　

12.2.1(e) 床張り用合板等

12.2.2(b) 諸金物

12.2.2(c) 接着剤　

12.2.3 接着工法に使用する接着剤

12.3.1 防腐・防蟻剤の使用制限

　防腐処理

　防蟻処理

　保存処理木材

12.3.2 防虫処理

厚さ：　材料：

　工法：　　

　屋根葺き形式：

13.3 　折板葺

13.2 　長尺金属板葺

厚さ：

　ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒及びﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温筒のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

　鋼管製のといの防露

　防火性能:

　種別 :

13.5.3とい受金物

13.5.2ルーフドレン

13.5.と　い

断熱材

　・５年　　※１０年13.2又は13.3の防水保証

　厚さ：

平形屋根用スレート 　屋根葺き形式： 一文字

・耐火被覆材の接着する面：

　・アンカーボルトの保持及び埋込み工法（建方用）

　・建方用アンカーボルト　　　・構造用アンカーボルト

　・ラス張りモルタル塗り　・耐火材吹付け　・耐火板張り　・耐火材巻付け

　・スカーラップ工法　・ノンスカーラップ工法

・ 露出型固定柱脚

　・適用する　　・適用しない

規格：・JIS規格品及び建築基準法に基づき指定又は認定を受けた

　・ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ・JISの高力ﾎﾞﾙﾄ・溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ

　・表7.2.3による　　　・　　　

  ・構造図特記仕様書及び図示による。

　・表7.2.4による　　　・　

　・図示による

　・日本建築学会「鋼構造設計基準」による

　・超音波探傷試験　　　・　

  ・構造図特記仕様書及び図示による。

・鋼製ｽﾘｰﾌﾞで鉄骨に溶接されたものの内面：・18.3.1　A種　　・（　　　）

　・フルウェブφ100以上はリブ補強とする。

　　　　　　　　　　　　：　・A種　・B種　・C種

　・A種　・B種　・C種　・D種　・E種　・F種

　・図示による　

　種類：・空洞ブロック0.8　・　

  種別：・普通　・防水　

　種類：・8.3.1表による　　 ・　

　・JIS A5416の規格品　　・（　　　　　）

　・長さ、耐火性能は図示による

　・JIS A5441の規格品　　　表面形状　：　・図示による　　

　　　　　　　　　　・普通れんがJIS R1205　・　

　　　　　　　　　　・排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ、t40mm以上、溶接金網(径　mm・網目　mm)

　非歩行用：屋根露出防水絶縁工法　　・D-1　　・D-2

　　　　　　屋根露出防水絶縁断熱工法　　・DI-1　　・DI-2

　　浴室、厨房、貯水槽、浴槽：・E-1　　・E-2

　　地下室、便所、湯沸室　　：・E-1　　・E-2

　　・防水層の下地：モルタル（・図示による）

　保護ｺﾝｸﾘｰﾄ：・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ　・気ほうｺﾝｸﾘｰﾄ

　絶縁用シート　・発泡ポリエチレンシート　

　材料：・JISA6021の規格品

　材料：・JISA5758の規格品

　接着性試験：　・簡易接着性試験　・引張接着性試験

・防水工事の施工は防水専門業者による責任施工とする。

　アスファルト防水：・１０年　　・１５年

　改質アスファルトシート防水：・１０年　　・１５年

合成高分子系ルーフィングシート防水：・１０年　　・１５年

塗膜防水：・１０年　　・１５年

シーリング：・５年　　・１０年

　・陸屋根　　・便所 浴室　　・受水槽　　・防火水槽

　位置：・11.1.3(a)による　　　・図示による

　・JIS A 5209の規格品

　・JIS A 5003による

　・JIS A 5411による

　・規制対象外材料　　　　・第三種材料

・6.8.3[材料](b)(2)又は金属製タイル先付け用パネル　　　　

 ・特記なし　　　　　・種類

 ・特記なし　　　　　・種別

 ・特記なし　　　　　・A 種            ・B種　

 ・禁止しない　　　　・一部禁止する：　　　　　

 ・規制対象外材料　　・第三種材料　　　

 ・規制対象外材料　　・第三種材料　　　

 ・特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ・指定なし　　　　　　・図示

 ・規制対象外材料　　・第三種材料　　　

 ・規制対象外材料　　・第三種材料　　　

 ・要　・不要　

 ・要　　・不要　　　

構造特記仕様書による

　　 mm

　材料：ガルバリウム鋼板

　山高：H88㎜　　　　　　　　　　山ピッチ：200㎜　　　

　厚さ：0.8㎜

　材種：・鋼管(白管) ・硬質塩ビ管（ ※VP・RF-VP)　・硬質塩ビ雨樋　

　・規制対象外材料　　・第三種材料

　材質：・鋳鉄製コールタール焼付仕上　　

　材質：・亜鉛めっき鋼板　　※塩ビ　　・SUS

04

-

新築（３／５）

・ 6N/mm2　　・（　　　N/mm2）

　・柱底均しモルタルの工法：・A種　・B種

・48時間水張り試験とする

特記仕様書-3
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

( A3 )

A-

14.8.2　手すり

第１４章　金属工事

マンホール

点検口

丸　環

14.8.3タラップ

14.7アルミニウム製笠木

14.5軽量鉄骨壁下地

14.4　軽量鉄骨天井下地

14.2.3鉄鋼の亜鉛めっき

14.2.2アルミの表面処理

14.2.1ステンレス材

14.1.3(b)あと施工ｱﾝｶｰ・

庇

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

　天井：ｱﾙﾐ枠製（・450mm角　・600mm角） ・図示による

  　    ・図示による

      ・図示による

　種類：・250型　　・300型　　・350型

　野縁受等間隔(屋外)：　・     　　　　野縁受等間隔(屋外) ：　・    

　・A種　・B種　・C種　・D種　・E種　・F種

　・D種　（常温乾燥塗装の場合：　　　　　　　　　　　　）

　・A-1種　・A-2種　・B-1種　・B-2種　・C-1種　・C-2種　

  　    ・図示による

第１６章　建具工事

第１５章　左官工事

ワイヤーラス

メタルラス

防水モルタル

15.7ロックウール吹付け

軽量骨材仕上塗材

複層仕上塗材

厚付け仕上塗材

薄付け仕上塗材

15.5.2 

15.5.2材料

15.4.2ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗

16.2.2アルミニウム製建具

16.1.4建具見本の製作

・

・

・ 16.2.3　網　戸

16.3　鋼製建具・

　・JISA5504ヒシ

　・JISA5505平ラス

　製造所等：

　厚さ：

　色：・着色　　・原色

　仕上：

　種類：

　仕上：

　種類：

　仕上：

　種類：

　仕上：

　種類：

　※規制対象外材料　　・第三種材料

　建物内部に使用するﾕﾘｱ樹脂等を用いた塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

　材料：・せっこう系　　　・セメント系　　・　

・材料選定については、監督職員の承諾を得て使用すること。

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

複層塗材E

・耐震

・断熱

・防音

特殊サッシ：

（枠の見込み寸法は建具表を優先する。）

※　要

寸法（mm）

枠の見込み水密性気密性耐風圧性

C種

B種

A種

種別

使用区分

　　　・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金めっき鋼板及び鋼帯）

めっき付着量はY08

鋼板類の厚さ

　・片開き、親子及び両開き戸の１枚の戸の開口有効幅950mm以上又は開口有効高さ

　　2400mmを超える場合、下表及び表16.4.2以上の厚さとする。

凹凸部処理

ガラス・

・

・

・

16.5　鋼製軽量建具

16.6　ステンレス製建具

16.7.2木製建具　材料

16.8.4　鍵

材料： 網入り板ガラス t=6.8

　　 鍵箱は、鍵の個数に相応した鋼製の既製品とする。

(c)　3本1組とし、室名札を付け、一括して鍵箱に収納して引き渡す。

(a)　ﾏｽﾀｰｷｰの製作（　　　　　　　　　　）

液を用いた建具用でん粉系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

建物内部の木製建具に使用する表面材及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶

簡易気密型ドアセット：・要

窓 枠類

枠類

区分

出入口

使用場所

外部の下枠

丁番及び枠付のﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞで吊る

外部に面するｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱの場合

くつづり

厚さ

17.3 PCｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

17.2 ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

第１８章　塗装工事

第１７章　カーテンウォール工事

18.3.2　錆止め塗装種別

18.3　錆止め塗装塗り

18.2　素地ごしらえ

18.1.3材料

・

・

・

・

18.3.3　錆止め塗装塗り・

・ 18.4.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

18.7.4

ｱｸﾘﾙ樹脂系

18.6.2

18.5.2

18.4.4

・

・

・

・

・

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

木部合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

18.4.3

鉄鋼面合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

クリアラッカー塗り(CL)

非水分散形塗料塗り(NAD)

耐候性塗料塗り(DP)

　ﾕﾘｱ樹脂等を用いた塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

  有する塗料は、ﾄﾙｴﾝ等の含有量が少ない規格品とする。

  ﾄﾙｴﾝ､ｷｼﾚﾝ及びｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ（以下「ﾄﾙｴﾝ等」という。）を含

　亜鉛めっき鋼面　表18.2.3による。　　種別：　・A種　　・B種　　・C種

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　表18.2.6による。　種別：　・A種　　・B種

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及びその他ﾎﾞｰﾄﾞ面　表18.2.7による。

種別：　・A種　・B種　・C種（EP-G塗りの場合）

　亜鉛めっき鋼面　表18.3.2による。

　亜鉛めっき鋼面　表18.3.4による。　　種別：　・A種　　・B種　　・C種

　種別　：　・A種　　・B種　　・Ｃ種

　種別：　屋外はA種、屋内はB種とする。

18.8.2

18.11.2

18.10.2

18.9.2

鉄鋼面つや有合成樹脂

18.8.4

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP-G)

合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP)

合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ模様塗料塗り(EP-T)

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP-G)

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り(UC)

18.12.2・

・

・

・

・

・

・

ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り(LE)

18.13.2

ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り(OS)

・ 18.4.2

木材保護塗料塗り(WP)

19.4.2合成樹脂塗床の材料

取り付け用付属品

下敷き材

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ

織ｼﾞｭｳﾀﾝ

19.3.3カーペット敷

ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ等

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

19.2.2ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等の材料

第１９章　内装工事

厚膜型塗床材

工法厚さ(mm)

・アサダ

・ぶな

・ﾓｻﾞｲｸ　ﾊﾟｰｹｯﾄ

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ単層

種類

19.5.3フローリング張工法

19.5.2フローリングﾞ張り

樹種

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

せっこうボード類

合板類

の他のﾎﾞｰﾄﾞ及び合板材料

19.7.2せっこうﾎﾞｰﾄﾞ、そ

9.6  畳敷き

・接着工法

・ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・根太張り工法

・直張り工法

・釘どめ工法

・

・

・油性ｽﾃｲﾝ着色

　の上、ﾜｯｸｽ塗り

・生地の上ﾜｯｸｽ塗り

塗装

・釘留め工法

・根太張り工法

・接着工法

複層

・複合３種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合２種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・複合１種ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ※なら ・生地の上ﾜｯｸｽ塗り

・直張り工法

薄膜型塗床材

19.8.2壁紙張り材料

吸音板類

19.7.3ボード類、合板等のの工法

19.9  断熱・防露

　ﾕﾘｱ樹脂等を用いた塗料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

　材質：　　　　　　　　　種類：　　　　　　　　　形状：

　厚さ：　　　　　　　mm

　ﾊﾟｲﾙの形状：　　　　　　　　パイル長：

　種別：・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

　種類:・織ｼﾞｭｳﾀﾝ　・ﾀﾌﾃｯﾄﾞ　・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ　・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

　使用する接着剤（JIS A 5536）のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

ﾄﾙｴﾝ等を含有する接着剤はﾄﾙｴﾝ等の含有量が少ない規格品とする。

　種類：

　厚さ：

・弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材

・ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材

仕上げ：　・厚膜流し展べ工法（ ・平滑　　・防滑）

　しているものとする。

　ﾌﾀﾙ酸ジ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用

　可塑剤を使用している木工用接着剤は、ﾌﾀﾙ酸ジ-n-ﾌﾞﾁﾙ及び

　　　　　・薄膜流し展べ工法（ ・平滑　　・防滑）

　　　　　・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法（ ・平滑　　・防滑）

　（・厚さ9.5mm準不燃　　・厚12.5mm不燃）

　種類：・一般品JISA6901の規格品

　合板類、MDF及びﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量

　　　・柔道用

種類：

JIS A 5430の規格品に準拠したノンアスベストのものとする。

　・ロックウール系(岩綿吸音板)　・グラスウール系

JIS A 6301の規格品に準拠したノンアスベストのものとする。

　下　　　地：・軽量鉄骨下地　　・木造下地　・コンクリート下地

　石膏ボードの目地：・継目処理工法　　・突付けＶ目地工法

　・突付け工法　　　・目透かし工法

　壁紙施工用でん粉系接着剤、ﾕﾘｱ樹脂等を用いた接着剤の

種類：　・紙　　・繊維　　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　　・無機質　　・その他（　　）

防火性能の種別：　・不燃　　・準不燃　　・難燃

ﾄﾙｴﾝ等を含有する接着剤はﾄﾙｴﾝ等の含有量の少ない規格品とする。

　ﾛｯｸｳｰﾙ、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ、ﾕﾘｱ樹脂又はﾒﾗﾐﾝ樹脂を使用

　した断熱材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量

Ⅲ

　引抜き耐力確認試験：・行う　（設計用引張強度　　　　）　　・行わない

　品質：・SUS304　・SUS430　・      表面仕上：・ヘヤーライン仕上　・　

　野縁等の種類：・１９型(屋内)２５型(屋外) ・　

　・表14.5.1 による　　　・ 

　役物の使用：・要　　　　　・不要

　表面処理  ：・B-1種　 　　・A-1種　　　・　

　固定金具の間隔、固定方法：・図示による

　材質：・SUS304  樹脂被覆タイプ

　材質：・SUS304　　　

      ・１９φ丸鋼（・溶融亜鉛めっきC種・SOP塗り）

　材質：・SUS304　 

  　    ・鉄製（・溶融亜鉛めっきA種　・SOP塗り）

　床　：・SUS304　・鋳鉄製コールタール焼付仕上

　材料：・鋳鉄製コールタール焼付仕上

　　   　   （・普通型・防水型・防臭型・鎖付・施錠付）

　厚さ：・10mm　　　

・ 外壁   　    ・ガルバリウムカラー鋼板　厚さ：0.5㎜

 ・ S - 4　

 ・ S - 5　

 ・ S - 6　

　 ・ A - 3　

　 ・ A - 3　

　 ・ A - 4　

　 ・ W- 4　

　 ・ W- 4　

　 ・ W- 5　

　 ・ 7 0  　

　 ・ 70　   

　 ・ 100　  

　表面処理　・A-1種　・A-2種　・B-1種（屋外）

　　　　　　・B-2種　・C-1種（屋内）・C-2種　・D種

着色：・標準色　　・着色A種（自然発色）　・特注色

・焼付（・ｱｸﾘﾙ系　・ｳﾚﾀﾝ系　・ﾌｯ素系　・　　　）

・要　・不要

防虫網：　・合成樹脂製　・ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　・ｽﾃﾝﾚｽ製（SUS316）

・簡易気密型ドアセットの性能値：　・表16.3.1による。

鋼板：・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）めっき付着量Z12又はF12

・2.3　・　

・2.3　・　

・2.0　・　

材料：・鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・ｶﾗｰ鋼板 ・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

表面仕上：・HL　　・   

・規制対象外材料　　・第三種材料

・

・ スチール製軽量シャッター カラー鋼板

　・表18.2.1による。

　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量　・規制対象外材料　　・第三種材料

　木部　表18.2.1による。　種別：・A種(不透明塗料の場合）・B種(透明塗料の場合)

　鉄鋼面　表18.2.2による。　　　　　　種別：　・A種　　・B種　　・C種

ﾓﾙﾀﾙ面及びﾌﾟﾗｽﾀｰ面　表18.2.4による。　　 　　 　種別：　・A種　　・B種

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及びALCﾊﾟﾈﾙ面　表18.2.5による。　　　　 種別：　・A種　　・B種

種別：　・A種（継目処理工法の場合）　　・B種

　　・規制対象外　　・第三種材料

　鉄鋼面　表18.3.1による。　　種別：　※A種　・B種（EP-G塗りの場合）

　鉄鋼面　表18.3.3による。　　種別：　・A種(見え掛り歩)　・B種(見え隠れ部)

種類：　・1種　　・2種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　種別　：　・A種　　・B種

　・図示による　　・　

　・図示による　　・　

　　・規制対象外材料　　・第三種材料

　種類：・ＦＳ（JIS A 5705）　　　　　 

　色柄：・無地　　　　　

　厚さ：・2.0mm　　　　・2.5mm

　種別：・第一種　　　　　　

　ﾊﾟｲﾙの形状：・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ　　　　　　

　寸法：・500mm角　　　　　　

　厚さ:・6.5mm　　　　　　

　種別：・JISL3204(反毛ﾌｪﾙﾄ)第2種2号 厚8mm 　・無し

　・規制対象外材料　　・第三種材料

　仕上げ：・平滑仕上　　・防滑仕上　　・つや消し仕上げ

・ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　　仕上げ：・平滑仕上

　・規制対象外材料　　・第三種材料

・なら

・なら

・ ・ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り

　（・A種　・B種　・C種）

　（・A種　・B種　・C種）

　種別：・A種　・B種　・C種　・D種（・KT-　・　　）　

　・規制対象外材料　　・第三種材料

耐水性能：・水掛かり箇所を１類、その他を２類とする。

・普通合板（・材質 ・厚さ ・防虫処理 ・難燃処理 ・防炎処理）

・天然木化粧合板（・材質 ・厚さ ・防虫処理 ・難燃処理 ・防炎処理）

・特殊加工化粧合板（・材質 ・厚さ ・防虫処理 ・難燃処理 ・防炎処理）

・全て「合板の日本農林規格」の難燃処理を施したものとする。

・タイプ2（・0.8FK　・1.0FK）　　・特殊品（　　　　　）

　合板類張付け種別：・Ａ種　　・Ｂ種

・JIS A 6921による壁紙

　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量　・規制対象外材料　　・第三種材料

　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量　・規制対象外材料　　・第三種材料

　・規制対象外材料　　・第三種材料
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE：

神戸市中央区江戸町98-1

( A3 )

A-

20.2.9 鏡

第２０章　ユニット及びその他工事

20.2.14ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

20.2.10表　　示

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

20.2.8 黒板及び

20.2.6 階段滑止め

20.2.5ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

・450x600

ﾒﾗﾐﾝ複合積層化粧板

・600x750

　材質：・アクリル製市場品　・図示による

　形式：・正面付け　　・片持出し　・図示による

　・室名札等

　・法令に基づく表示：図示による

　・衝突防止表示：図示による

　材料:・真鍮　　　・ステンレス　　・アルミ

　材料:・ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板　　

形式：・シングル　　・ダブル

・片引き　　・引分け

　・触知案内板、サイン等

　・

19.9.2　断熱材打込み工法

（JIS A 9511、JIS A 9504）

19.9.3　断熱材現場発泡工法

（JIS A 9526）

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

（・特号　・1号　・2号　・3号）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 (ｽｷﾝなし)

（・1種b　・2種b　・3種b）

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾛｯｸｳｰﾙ保温板 （・1号 ・2号 ・3号）

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板（・24K　・32K）

厚み

・　　mm

・　　mm

・　　mm

・　　mm

・　　mm

使用場所材料種類

厚さ：　　　mm　　使用場所（　　　　　　　　）

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（・A種1　　　）　　　

22.4　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

22.3　路盤

・

第２１章　排水工事

第２２章　舗装工事

22.2  路床

22.1一般事項※

※

※ 　工法：・在来土掘削　　・在来土盤転圧　　　・盛土　表3.2.1による

路床安定処理：・要（材料の種類：　　　　　）　・不要

　（混合物の種類、使用部位は図示による。）

　材料：※再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)　・ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　・粒度調整砕石(RM-40)

　＊在来砂利層を整生して路盤とする場合は、モーターｸﾞレーダーでかき起こして整正する。

・盛土　（表3.2.1  ・A種　・B種　・C種　・D種）

　締固め度試験：※行わない　　・行う（　　　箇所）

　支持力比試験：※行わない　　・行う（　　　箇所）

　　　設置基準により標示施設、防護施設を設置し、毎日点検保全に努めること。

（c）道路等、第三者の通行がある箇所では施工をする場合は必要に応じ交通安全施設

　　監督職員に連絡の上指示を受ける。

　　するとともに、関係官公署等との協議が必要な時、又は協議を申し入れられた時は、

（b）工事の施工に際しては、交通安全その他保安に関する所轄警察署との協議事項を遵守

　　と協議する。

（a）工事施工に際し、地下埋設物等工事に支障をきたす物を発見した場合は、監督職員

　材料：※再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ

　・加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ（使用部位は、図示による。）

コア抜き試験：・行う　　※行わない

注入目地材料：※低弾性タイプ　　・高弾性タイプ　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ：※表22.5.2による22.5　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・

　A種の下敷き材料：※再生クラッシャラン(RC-40)

　種別：※通路A種建物周囲その他B種

・JISA5372鉄筋コンクリートL型

　材料：・現場打コンクリート製　　　・JISA5372 Ｕ字溝

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　材料：図示による。

22.11　砂利敷き

側溝のフタ

22.10　側溝

22.7

22.6　ｶﾗｰ舗装

・

・

・

・

・

縁石・ ・ コンクリート境界ブロック (使用部位は図示による)

22.9　ブロック系舗装・ 　材料：図示による。 ・透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ・コンクリート平板舗装

・透水性舗装ﾌﾞﾛｯｸ

　・透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　・排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　・ﾌﾞﾛｯｸ系舗装特殊舗装・

試験：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の抽出試験：　・行わない

・行う（・透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ　・排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ）

　種別：

　※現場発生の良質土　　　　　・客土

第２４章　その他

第２３章　植栽工事

土壌改良材

23.2.3 植え込み用土

フェンス、外柵・

・

・

・

車止め

倉庫

サイクルポート

　基礎：・布基礎(巾120mm×根入れ450mm以上)

　※図示による

　※図示による

　※図示による　工法:・接着工法　・埋込工法　　・踏幅寸法　　　mm

　種類：・焼付黒板（JISS6007）の規格品　・焼付　　

　・ホワイトボード（JISS6052）の規格品　

　・（JISR3220）の規格品　

　種別：・ｽﾃﾝﾚｽ製　　　・ｱﾙﾐ製

排水枡

21.2　排水管

・

・

　・排水用リサイクル硬質塩ビ管

　材料：・遠心力鉄筋コンクリート管　・硬質ポリ塩ビ管(※寸法は図示)

　材料：・現場打コンクリート　　　　・既製品（※寸法は図示）

　材料：※グレーチング　　　・　　

　材質：・ｽﾃﾝﾚｽ　※ｽﾁｰﾙ（溶融亜鉛ﾒｯｷ）　・ＦＲＰ

　材質、形状：※既製品　　　※図示による

　・既製独立基礎　　　※図示による
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西側　立面図Ｓ＝1/100 南側　立面図Ｓ＝1/100

コンクリート基礎

建築場所

建物用途

建築場所

敷地面積

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

1/100

車庫

8,500

2,900 2,700

8,500

5
,6
0
0

2
,
8
00

2
,
80
0

X-X断面図　Ｓ＝1/100

1 2 3 4

A

B

4321

6
0
0

5
,
6
00

2
,8
0
0

2
,
80
0

2,900 2,700 2,900

8,500

姫路市北条町１丁目８３－３

附属　駐車場

鉄骨造、平屋建て

別紙による

03

水下

水上

S.S S.S S.S

車止めブロック

2,900

A

B

4321

車庫

5/
1
0
0

コンクリート基礎角波サイディング

軽量スチールシャッター角波サイディング

角波サイディング

コンクリート基礎

軒樋竪樋 竪樋

ＳＬ▽

竪樋

竪樋

05Ｓ＝1/10002

01 Ｓ＝1/100 04 Ｓ＝1/100断面図屋根伏図工事概要・仕上表

平　面　図 断面図 Ｓ＝1/100

Y-Y断面図　Ｓ＝1/100

水勾配 5/100 折版
折版 角波サイディング

折版

車庫

A B

5,600

4
47

2
,
8
9
7

2,
4
5
0

ＳＬ▽

最高高さ▽ 折版　

平面図、立面図、断面図
自動車車庫

A- 07

2
6
5

2
,
45
0

2,
7
1
5

2,
4
5
0

ＧＬ▽

ＧＬ▽

東側　立面図Ｓ＝1/100 北側　立面図Ｓ＝1/100

床

内　壁

天　井

外　壁

屋　根

開口部

仕　上　表

コンクリート　コテ押え　ｔ＝150

角波　サイディング　張り

折　版　屋　根

角波　サイディング　張り

折　版　屋　根

軽量スチールシャッター

※建物内に消火器設備(1本)を設けること
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姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )図示

Ａ

1
7
0

25

5
0

5
0

2
5
0

5
0
0

75
0

70 50

800

▽ＧＬ

▽梁天

200 155160

515

12
0

水切：外壁同材

防水パッキン付きビス(C5)

内ケミカル面戸

Ｈ-194X150

路盤

コンクリートコテ押え

塩ビ既製品

竪樋:

軒先見切

軒樋:
塩ビ既製品

2
,4
5
0

屋根:折版H=88

C-100X50X20X2.3

ケミカル面戸

600

755

屋根:折版H=88

155

200200@200

（300以下）@600

35 35

60

1
5

（20）（25）

（
1
1
0）

（
1
0
0
以
上

）

20 70 501
7
0 水切：外壁同材

4
00

2
,
1
0
0

2,400

場所

仕上

硝子

金物

備考

付属金物一式

－

倉庫数量

形式

見込み枠

軽量シャッター

３

01
SS

□-150X150

L-75X75（溶接止）
柱廻り

外壁:角波型サイディング　t=25

外壁:角波型サイディング　t=25
外壁:角波型サイディング　t=25

割付による12

割
付
に

よ
る

1
2

割
付
に

よ
る

@1
4
0

@140 140 割付による

1
4
0

155

15
5

L-75X75（溶接止）

L-75X75（溶接止）

5
0

5
0

1
0
0

2
5

100 25

50 50

横胴縁：
C-100X50X20X2.3 @910以下

155

剣先ボルト

樋吊金物@600

化粧フレーム
リベット

（60） 溶接

Ｈ-194X150

C-100X50X20X2.3

15
0

2
0

1
30

1
00

クラッシャラン　C-40

防湿シートt=0.15

Ｄ10＠200タテヨコ　

8
8

20以上20以上

35

20以上 20以上
Ｌ-75X75

100
5

屋根:折版　H=88

8
8

溶接

軒先見切面戸※2
（シーリング充填）

リベット

化粧フレーム

剣先ボルト  M8 L=25 天端勾配のこと

ケミカル面戸

妻用タイトフレーム
@約1,000

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ

20以上

C-100X50X20X3.2@1,000

H-194X150

155

H-194X150

溶接溶接

タイトフレーム

軒先見切
C-100X50X20X2.3

（25）

C-100X50X20X2.3

防水パッキン付きビス(C5)

内ケミカル面戸

横胴縁：

シャッターボックス

外壁:角波型サイディング　t=25
横胴縁：

C-100X50X20X2.3 @910以下

防水パッキン付きビス(C5)

C-100X50X20X2.3 @910以下
横胴縁：

縦胴縁：
ロ-100X100X2.3

柱：150X150

外壁:角波型サイディング　t=25

外壁:角波型サイディング　t=25

柱廻り
L-75X75（溶接止）

C-100X50X20X2.3 @910以下

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

建具表06

02 03 Ｓ＝1/10

Ｓ＝1/1005Ｓ＝1/1004

Ｓ＝1/20 Ｓ＝1/1001 ケラバ詳細図 軒先水上詳細図

出隅平面詳細図立上り部断面詳細図

矩計図

Ｓ＝1/100

矩計図・部分詳細図
自動車車庫

A- 08

出隅：外壁同材

ケラバ包み：外壁同材

スチール　(焼付塗装品)
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-20
-220

1
.
1
0

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

2
,
5
3
1

敷
地
境
界

線
　

1
3.
9
1

埋設電線管H.H

深さ1,100
電線管　底盤+3001

,
4
50

敷地境界線　61.66

(通路)

埋設電線管

▲隣地擁壁基礎　

敷地境界線　15.95

敷
地
境

界
線

　
1
9
.
97

A-A’現況断面図　S：1/100

室外機
基礎

室外機
基礎

現況配置図　S：1/100

焼却炉

水路
(河川)

隣地擁壁

敷地境界線　16.00

敷
地
境

界
線
　

13
.
94

勾配0.6％

▼車庫基礎

▼車庫基礎

1/100

X X′

A
A
′

B C
C
′B′

1
,
25
0

ﾄｳ
ﾀ
ﾞ
ﾝﾂ

ﾂ
ｼﾞ

土壌

駐車場部、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

▼河底

▼GL 1
0
0

1
0
0

1
6
5

2
2
0

2
45

▲既設側溝底盤　勾配0.8％

2
75

既設雨水枡
2,5312,531

90°
21,626 7,120

ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞH=1,000

埋設給水管

埋設雨水排水管(ﾋｭ
ｰﾑ管

)φ200
約21.5

0ｍ

車止

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

隣地

地中埋設工作物　Ｌ型擁壁(ｂ)

Ｌ
型

擁
壁

(
a
)

D
D′

E
E
′

F
F
′

延べ床面積：854.08㎡

既存建物　庁舎
ＲＣ造2階建

建築面積:433.54㎡

既設建物　自動車車庫
ＲＣ造平屋建

建築面積:46.75㎡
延べ床面積：46.75㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

8
,
50
0

5,500

800

8
0
0

深さ680

-30

+100+80

-30

+50 +35 +20

-45+35

+80

+95+80

-80

-15
-100

-15
-165

-35
-245

-60
-275

　凡　例

(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)
雨水枡　450□

ﾚﾍﾞﾙ測定点

側溝ﾚﾍﾞﾙ

枡ﾚﾍﾞﾙ

敷地ﾚﾍﾞﾙ

枡底
管底

溝底
天端

±0

-750
-650

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1,200

KBM

-40

+115

-310

+370

-1010

埋
設
給

水
管

※　　　　レベルはBM±0よりの高さを示す

U型側溝W300

U型側溝W400

神戸市中央区江戸町98-1

植栽桝用ﾌﾞﾛｯｸ
W150

H.H ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　600□

雨水枡　450□
(ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋)

(鋼製蓋)
雑排水会所

AW
4

1･2階共

4
SD

AW
5

SD
5

2階

2階

1階

AW
1階

6

既設雨水排水管 ﾊﾞﾘｶｰ

白線

白線

車止め

屋外施設等配置図(現況図)

52
0

埋
設
排

水
管

-610
-520

A-

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1,200

09 24



水路撤去13 (※)

13

雨水排水管切断、撤去の上、閉塞

車止め撤去

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )
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F
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′

C
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No.8

1

5
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7

3

隣地擁壁

8
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8 11

7

撤去配置図　S：1/100

ﾄｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞH=1,000

地中埋設工作物　Ｌ型擁壁(ｂ)撤去

延べ床面積：854.08㎡

既存建物　庁舎
ＲＣ造2階建

建築面積:433.54㎡

既設建物　自動車車庫
ＲＣ造平屋建

建築面積:46.75㎡
延べ床面積：46.75㎡
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ﾓﾙﾀﾙにて閉塞
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ﾓﾙﾀﾙにて閉塞
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Ｕ字側溝(W300)

ﾚﾍﾞﾙ測定点

側溝ﾚﾍﾞﾙ

枡ﾚﾍﾞﾙ

敷地ﾚﾍﾞﾙ

枡底
管底

溝底
天端

隣地

駐車場部、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

車止め撤去

10

12 樹木撤去

ﾌｪﾝｽ撤去 ﾌｪﾝｽ撤去 2ｽﾊﾟﾝ1ｽﾊﾟﾝ
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壁

(
a
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雨水枡 450□
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　凡　例（撤　去） 　凡　例
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.
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+50 +35 +20

-45+35
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-245
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埋設給水管
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+370
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ﾗｲﾝ消去
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閉塞

埋設雨水排水管(ﾋｭ
ｰﾑ管
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※　　　　レベルはBM±0よりの高さを示す

Ｕ型側溝撤去・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ一時撤去

神戸市中央区江戸町98-1

▼敷地境界線　15.95
▲
敷

地
境

界
線

　
1
3
.9
4

9 ﾊﾞﾘｶｰ撤去
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ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(H1,200)　撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1,200
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承認後、施工する事。
河川等改造工事承認申請の手続きを行い、
※既存水路改修に関しては
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )
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計画配置図　S：1/100
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Ｌ型擁壁(a)

延べ床面積：854.08㎡

既存建物　庁舎
ＲＣ造2階建

建築面積:433.54㎡

既設建物　自動車車庫
ＲＣ造平屋建

建築面積:46.75㎡
延べ床面積：46.75㎡
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雨水排水管VPφ200　新設
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枡ﾚﾍﾞﾙ
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　凡　例　凡　例（新　設）
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※　　　　レベルはBM±0よりの高さを示す

C D
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Ｕ型側溝(W300)新設・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ移設

Ｕ型側溝(W300)新設・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ新設

縁石　W120　新設

8
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神戸市中央区江戸町98-1

3-1

雨水枡新設 3-3
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X-X’計画断面図　S：1/100
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1
1
5

1
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-115

2,201300
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90°

3-1 新設雨水枡 新設雨水枡3-2
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▲新設側溝底盤　勾配0.8％

4 雨水排水管新設

E

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ新設

7 縁石新設

6

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋)

H.H ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

(鋼製蓋)
雑排水会所

+80

10植栽枡新設

10 植栽枡用ﾌﾞﾛｯｸ　W150　新設

G G′

H
H
′

計画建物　自動車車庫

建築面積:47.60㎡
延べ床面積：47.60㎡

Ｓ造平屋建

▼
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延
焼
線

雨水枡
新設3-2

4
雨水排水管
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4

1･2階共

4
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5
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700

既存
室外機
基礎
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室外機
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Ｕ型側溝新設・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ移設1

埋
設
排

水
管

新設雨水枡3-3

-610
-520

屋外施設等配置図(計画図)

A-

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H1200　新設

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設

ﾈ
ｯ
ﾄﾌ

ｪ
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新
設
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )1/50

神戸市中央区江戸町98-1
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現況水路平面図　S：1/50

計画水路平面図　S：1/50
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▲隣地基礎
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610 7
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U型側溝・雨水排水管 X-X'　現況断面図　　Ｓ=1/50

U型側溝・雨水排水管　X-X' 計画断面図　　Ｓ=1/50

A-

ネットフェンス詳細図(　新設・　撤去)　Ｓ=1/506 7
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河川等改造工事承認申請の手続きを行い、
承認後、施工する事。

※既存水路改修に関しては

(※)
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号
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Ⅱ． 工 事 仕 様（ 本工事に衛生工事、 空調工事及び建築工事等を含む場合、 その仕様書は当該図面による。 ）

事編） 」 （ 以下、 「 標準図」 という 。 ） による。 いずれも、 平成２ ５ 年版を適用する。

「 内線規程」 のほか、 関連法規に基づき施工すること。

（ 電気設備工事編） （ 以下、 「 改修標準仕様書」 という。 ） 、 「 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工

（ ２） 本工事は経済産業省「 電気設備に関する技術基準を定める省令」 並びに社団法人日本電気協会発行

標準仕様書（ 電気設備工事編） 」 （ 以下、 「 標準仕様書」 という。 ） 、 「 公共建築改修工事標準仕様書

（ １） 本仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「 公共建築工事

　 １ ． 標準仕様書等

避雷針設備

自動火災報知設備

テレビ共同受信設備

呼び出し設備

通信設備

情報表示設備

電灯・ コンセント 設備

動力設備

拡声設備

幹線設備

受変電設備

屋外照明設備

弱電配線設備

低圧配線設備

○ 弱電配線設備

　 ６． 工事内容（ 下記の内容には、 各種機器の取り付け、 結線及び試験調整も含む。 ）

通信設備〇

テレビ共同受信設備

自動火災報知設備

○

高圧引込設備

工 事 種 目

呼び出し設備

避雷針設備

○

○

○

○

電灯・ コンセント 設備

幹線設備○

拡声設備

情報表示設備

動力設備

○

○

●

○

受変電設備

屋外照明設備

○

○

○

工 事 内 容

○

○

○

○

○

○

○

〇

●

○

○

全　 　 ２枚　 　 （ 電気設備工事）

　 １． 工 事 場 所　 　 姫路市北条1－83

　 ５．工事種目・ 科目（ ●印を適用し各一式とする。なお、必要により科目をさらに中科目に分類する。 ）

鉄骨造

建物名等 （ 種目）

設備概要 （ 科目）

低圧配線設備

高圧引込設備○

○

建 物 名 称

　 ２． 工 　 　 　 期

　 ３． 図 面 枚 数

　 ４ ． 建 物 概 要

Ⅰ． 工 事 概 要

補足説明書による

構 造

１

備　 　 　 　 　 考階 数

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

工 事 名 称     姫路労働基準監督署駐車場改修工事

自動車車庫

車庫新築に伴う電源工事を行う 。

車庫新築に伴い車庫内の電灯コンセント 設備工事を行う 。

既設車庫の電灯コンセント 並びに電灯盤の撤去工事を行う 。

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

E-01

SCALE： ( A3 )  -  

神戸市中央区江戸町98-1

電気設備　特記仕様書　-1

分別解体等● 工事に伴い副次的に生ずる建設廃棄物は、 「 建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」 を遵守し、 その種類ごとに選別等を行い、リサイクル等再資源化に努め

（ 構外処分の場合は、 関係法令に従い適切に処分し報告書を監督員に提出のこと ）

○

なお、 照明器具等は、 絶縁抵抗を測定のう え取り付けること。

監督員立会いの下で、 取り外し前に動作確認を行う こと。

本工事において撤去する機器については、 事前にＰＣＢ含有の有無を全数調査のう

壁付け機器、 床置き機器、天井付け機器撤去跡の取付ボルト 孔および壁面、天井面の

床・ 壁・ 天井等の撤去後の開口部について、 補修の方法及び仕上げの仕様は、周囲と

配管・ 配管支持材等の撤去後の補修も同様に、モルタルまたはシール材

また、 変圧器及びコンデンサなど変電機器については、 ＰＣＢ含有の専門機関にて

　 分析の結果、 ＰＣＢ含有が判明した場合、当該機器を

移送及び保管にあたっては、 監督官庁が作成するマニュアル等に従う ことと し、

　分析の結果、 ＰＣＢの含有が認められなかった場合は、関連法規に従い当該機器

本工事にて分析（ 対象機器は図示による、 報告書作成を含む）

（ 　 　 本工事、 　 　別途工事、 　 　 別途委託業務、 　 　大阪府教育委員会） にて確

認する。 確認する化学物質は、 　 　 ホルムアルデヒド 、 　 ト ルエン、 　 キシレン、

　 パラジクロロベンゼン、 　 スチレン、 　 エチルベンゼン、 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 ） 。

「 学校環境衛生の基準」 に定める室内空気中化学物質濃度以下であること を、

使用建材はJI S及びJASの F☆☆☆☆規格品もしく は建築基準法施行令第20 条

の 5第4項による国土交通大臣認定品を使用すること。ただし、 Ｆ ☆☆☆☆
規格品が発売されていない材料については監督職員と協議のうえ、 使用材料

使用建材は厚生労働省による室内濃度指針値が定められている化学物質が

③施工に際しては、「 学校環境衛生の基準」 (文部科学省)を参照のうえ、 施工

取り 外し たう え再使用する機器は、 洗剤を使用するなどして十分に清掃を行う こと。

室内空気中化学

物質の濃度測定

○

する建築材料等

化学物質を放散●

○

を行うこと。

○ ○

○ ○

○

○

①ホルムアルデヒド 対策

②その他の化学物質対策

極力含まれていない材料を使用すること。

必要となる資機材等の費用は請負者の負担と する。

の決定を行う こと。

現況場所に保管○ 構内の指定場所に移送○

取り扱い

PCB含有機器の○

再使用機器

及び復旧

撤去跡の補修●

残土処分○

え、 調査結果の証明資料を監督員に提出すること。

充填のう え塗装仕上げとする。

安定器（ 蛍光灯）

を撤去すること。

○

同等とする。

○○

変色等の補修並びに床補修等を行う 。

構外搬出処分○

ること。

構内指示場所に堆積○

○

○ ○

構外搬出のうえ指定場所へ移送○

○ 分析済み

構内指示場所に敷きならし○

　 ２ ． 特記仕様

（ １） 本工事の作業時間や休日、工事施工上の留意事項及び遵守事項等については、本工事の補足説明書に

(3) 本特記仕様書

(5) 標準仕様書及び標準図

○

○

電気保安技術者は電気工作物に関する工事施工中の保安業務を行う ものと する。

当該建物の自家用電気工作物保安規程により 電気主任技術者の指揮に従う と ともに、

契約書に規定する主任技術者又は監理技術者は、 その資格を証明する資料を監督員

関係で、 設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じた場合は、 監督員と協

なお、 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の収まり、取り合い等の

すべての設計図書、配布書類等は相互に補完するものとする。ただし、 設計図書間

なお、 図中のメ ーカー標準品と は当該指定製造者が製作する既製品をいう 。

新版） による。 同表にない機材は、 標準仕様書による。

機材は大阪府住宅まちづく り部公共建築室電気設備工事機材製造者指定一覧表（ 最

グリ ーン購入法適合品の確認ができる書類を監督員に提出すること。

図中に「 グリーン購入法適合品」 または　 グ　と記載のあるものは、「 国等による

環境物品等の調達の推進等に関する法律」 （ 以下、 「 グリ ーン購入法」 という 。 ）

による特定調達物品とする。 その仕様については、 グリーン購入法に基づき策定さ

れる「 大阪府グリーン調達方針」 に定める基準を満たす環境物品等とする。

検査に要する費用は請負者の負担とする。 また、 必要な資機材・ 労務等を提供する

はすべて請負者の負担とする。 なお、 工事用電力・ 水等の費用は工事完成引渡しま

本工事に必要な工事用電力・ 水等、 官公署への諸手続き業務及び手数料などの費用

有効な利用の促進に関する法律」 「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 「 建設副

建設副産物の処理は、 「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 「 資源の

建築工事特記仕様書　 第９章　 アスベスト 成形板処理工事（ 環境配慮改修工事） を

産物適正処理推進要綱」 その他関係法令を遵守して行う こと 。

特 記 事 項

及び申請手続き等

の処理

アスベスト 成形板○

検査に要する費用

建設副産物の処理●

●

工事用仮設物・ 置場

工事用電力・ 水等

電気保安技術者

●

●

○

○

●○

主任技術者等

適合品の確認

グリーン購入法

●○

○

で請負者にて負担すること。

適用するものと し、 適切に施工を行う こと。

特定有害産業廃棄物（ 蛍光管）●○

こと。

に提出して承諾を受けること。

構内につく ること が

照明器具○ ○

できる●○

照度センサー等

（ ２ ） 本仕様は、 ●印が付いたものを本工事に適用する。

機材●

環境への配慮等●

（ ３ ） 一般共通事項

優先順位

設計図書等の●

項 目

よるものとする。

(2) 補足説明書等(1) 質問回答書

(4) 図　 面

議すること。

に相違がある場合の優先順位は以下と する。

できない

変圧器

○

　 　 にして、 監督員に提出すること。

　 　 設管理者に引渡すこと。 なお、 個別計量器がある場合は最終読取り値を一覧表

ｂ ． 引渡し物品一式を、監督員の指示により所定の場所に整理し、 調書を添えて施

ｃ ． 引渡し物品については、 下記のと おりと する（ ●印について適用する） 。

　 　 なお、 工事完成後引渡しまで、 請負者において管理上の責任をもつこと。

ａ ． 完成検査に合格したと きは、 書類を添えて引渡しを行う こと。

鍵（ 各種）

各種機器付属品及び予備品

ハンド ホール開口用フッ カー（ ２ 個）

金属管・ プルボックス及び支持材を露出設置する場合は、標準仕様書に則り塗装を

図中（ １ ９ ） ～（ ７ ５ ） の表示があるものは、 ねじ無し電線管と する。

屋内受変電室・ 機械室・ パイプシャフト 内等に取り 付ける制御盤・ 分電盤等の仕上

２ ０ Ａ 以上、 ３ Ｐ ・ ４ Ｐ 及び特殊形のコンセント は、 差込プラグ付とする。

屋外はＥ Ｍ－Ｉ Ｅ ２ ． ０ ｍｍを挿入する。

長さ１ ｍ以上の入線し ない管路には、 屋内は１ ． ６ ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を、

合成樹脂製可とう 管（ 以下「 Ｐ Ｆ 管」 という ） は単層タ イプとする。

塗装色は、 　 　 メ ーカー標準色　 　 　 現場指定色　 　 とすること。

材料は、 前出の「 化学物質を放散する建築材料等」 の規定を準用する。

なお、 復旧はモルタル補修とする。

盤その他機器類について図示した寸法は、 約寸法と する。

スピーカーや感知器等、 動作状況が目視確認できないものにおいては、監督員立会い

のもとで動作確認を行ったう え、 自主検査結果を書面報告すること。

カッターとし、 電磁誘導等による鉄筋探査のうえ、 鉄筋を切断しない箇所に行う

ついては、 放射線透過検査を事前に行う こと 。

新設分電盤および既設分電盤に設置する漏電遮断器は高調波対応型と する。

特記なき図記号（ 文字記号等も含む） の凡例は、 標準図による。

既存のコンクリート 床・ 壁等の配管貫通部の穴あけは、 原則としてダイヤモンド

既存のコンクリート 床・ 壁等の配管貫通部の穴あけ等、 はつり工事を行う 箇所に

新設盤内に施工者銘板( 元請者名、 施工者名および竣工年月を表記) を設置すること 。

測定を行う箇所は、 図示によるものとする。 　 ※測定壁厚　 ○ 250㎜　 ○ 200㎜

部数

要（ ＣＤ－Ｒ）

完成図の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、 発注者に移譲するものとする。

設計図書をト レーシングペーパーに焼付け修正したものとする。

完成原図の様式は、 CADで作成しト レーシングペーパーにプロット したもの、 または、

（ オリジナル形式, DXF形式, SXF(P21) 形式, PDF出力(A1) )

CADデータの仕様は、 建築・ 設備完成図電子納品要領による。

完成時の提出図書●

● １左折（ A4）○ 機器仕様書・ 取扱説明書

各種試験成績書

官公署届出書類○

●○ 左折（ A4）

左折（ A4）

１

１

形　 　 式

二つ折製本

CADデータ

種　 　 別

種　 別

完成図

製　 本

２

部　 数

１

●○

Ａ１●○

最適幅のパイプ式ファイルに

目録・ 見出しを付けて綴ること。

※陽画複写紙（ 白写真）

備　 　 　 　 　 　 　 考

備　 　 　考

Ａ ３○

○ 不要

完成後、 外部から見えない主要な部分及び各工事の施工段階の工事写真（ カラー写

撮影した場合は、 サービスサイズ以上でアルバムに整理されたものを提出すること 。

真、サービスサイズ以上） を提出すること（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「 工事写真の撮り方　 改訂第3版　 建築設備編　 による） 。 ただし、 デジタルカメ ラで

工事写真●

こと。

機器の動作確認

盤内施工者銘板

漏電遮断器

●

●

●

○

図記号

○ はつり

●

●

寸法

呼び線

特殊形コンセント

盤塗装色

○

●

○

●

〇

●

電線管●

● 塗装

行う こと。

○

○

○

○

引渡し及び●

　 　 　 管理責任

●

○

１ 式

１ 組

品 名 数 量

各種３ 個

自動車車庫
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株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

E-02

SCALE： ( A3 )  -  

神戸市中央区江戸町98-1

電気設備　特記仕様書　-2

ある場合にはその区分とする。

取合い区分欄は、原則（ ※） 印の区分とする。 ただし、 （ ●： 黒丸塗） が

天井埋込器具等の取付箇所の天井ボード下地の切り込み・ 補強

天井埋込換気扇の手元ｽｲｯﾁの取付け及び配管配線 ﾎ゙ ｯｸｽ・ 結線

マルチ型エアコンの室内機間の渡り配線、 集中操作盤の取付け

同上操作盤（ 制御盤） 二次側電気工事（ 動力盤との ｲﾝﾀー ﾛｯｸ等）

自動制御盤一次側電源工事（ 一次側配管配線結線共）

軽量鉄骨壁のボックス取付の下地

照明器具・ 配管等の吊りボルト 用インサート

埋込型分電盤・ 端子盤・ プルボックスの仮枠

水槽類の電極棒及び電極帯

便器洗浄用感知装置への電源供給配管配線

同上埋込部の補強

機器付属操作盤（ 制御盤） 一次側電気工事（ 接地共）

壁付け（ 窓用含む） 換気扇取付け

セパレート型エアコンの室内～室外渡り操作配線

機器からＳＷまでの操作配線

同上機器からＳＷまでの配管・ ボックス

空調機等のリモコンスイッチの取付け・ 結線

同上操作盤（ 制御盤） からの故障警報用配管配線

スリーブ入れ及び穴埋め補修

電気室等の機器の基礎及びピッ ト

（ ４） 他工事との取合い区分

貫通部の補強

同上架台

工 事 項 目

※

※

○

○

○

○

※

※

※

○

※

※

○

○

○※

○○

※

※

※

○

○

○

○

※

※

※

○

○

本工事 建 築 衛 生

※

○

※

○※

○

※

○

○

※

ＳＷは○

○

○

支給品

※

※

※

○

支給品
ＳＷは

○

○

空 調 備　 考

電圧種別

高 圧

低 圧

[ 備考 ] 電線を分岐する場合は分岐前の色別による。

誘導灯・ 非常照明（ ２ 線式）

誘導灯・ 非常照明（ ３ 線式）

リモコンスイッチ

消火ポンプ（ 遠方操作）

防火ダンパー

自動火災報知

[ 備考 ] （ ） 内の色は、 マイナス側又は共通側を示す。

接地線

備

拡 声

設

電

弱
電気時計

備
電極棒

設

電

強

回

路

般

（ ５ ） 電線の色別

一

緑、 緑／黄又は緑／色帯

レリ ーズ青（ 表示線） ・ 白（ 確認ランプ線） ・ （ 黒）

青（ ベル線） ・ 黄（ 確認ランプ線）

黒（ 平常線） ･ 赤（ 緊急線） ・ 白

白（ 共通線）

配線種別

感知器赤（ 表示線） ・ （ 白）

赤（ 表示線） ・ 黒（ 電話線）

白（ 共通線）

青・ （ 黄）

色 別

接　 地　 側

100V 電灯ｺﾝｾﾝﾄ共用

直 流

100V 電灯

100V コンセント

200V

三相３ 線式

単相３ 線式

単相２ 線式

配線方式

三相３ 線式

配線種別

摘　 要

青青白

長い電極より黒･ 白 ･ 赤･ 緑 ･ 黄・ 青

黒（ 表示線）

黄（ 充電側）白

白 赤

白　 赤

白（ 共通線）

赤（ 起動線）

青（ 確認ランプ線）

負極 青 正極 赤

赤

白 赤 青

白

白

白

黒

赤

黒赤

黒赤

電　 圧　 側

色　 　 別

赤 白 青

赤

黒

スイッチ側
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3. 5 3. 5

Ｅ Ｍ－Ｉ Ｅ １ ． ６ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ ２ ５ ）

Ｅ Ｍ－Ｉ Ｅ ２ ． ０ ｘ ２ （ 同上配管）

既設配管と 異種間接続

既設ハン ド ホールまで一時撤去ケーブルを 再使用

Ｃ Ｖ ３ ． ５ ｓ ｑ －３ Ｃ （ １ Ｅ ） を再使用する。

Ｃ Ｖ ３ ． ５ ゜ －３ Ｃ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｆ Ｅ Ｐ ３ ０ ）

Ｃ Ｖ ３ ． ５ ゜ －３ Ｃ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ Ｐ ２ ５ ）

Ｉ Ｖ ２ ． ０ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ Ｐ ２ ５ ）

Ｉ Ｖ ２ ． ０ ｘ ２ ＋１ ． ６ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ Ｐ ２ ５ ）

（ 特記事項）

１ ． 図中特記なき記号は下記による。

３ ． ５

３ ． ５

２ ． ０

２ ＷＰ Ｅ Ｔ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

防水スイッ チ　 　 １ Ｐ １ ５ Ａ

防水コンセント 　 ２ Ｐ １ ５ Ａ ｘ ２ Ｅ Ｔ 付

Ｐ ． ＢＯＸ （ 塗装） 　

電灯分電盤 　 ELCB2P50AF/30AT×1（ 鋼板製）

Ｌ Ｅ Ｄ照明器具　 ３ ２ Ｗ×１ 　 相当　 笠付

（ 特記事項）

　 １ ． 図中特記なき記号は下記による。

ＷＰ

神戸市中央区江戸町98-1

SCALE：

図面記号工事名

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計

電気設備図 1/100 ( A3 )

電線管　底盤+300
深さ1,100

埋設電線管H.H

水路
(河川)(通路)

既存

▼車庫基礎

Ｌ型擁壁(a)

延べ床面積：854.08㎡

既存建物　庁舎
ＲＣ造2階建

建築面積:433.54㎡

既設建物　自動車車庫
ＲＣ造平屋建

建築面積:46.75㎡
延べ床面積：46.75㎡

駐車場部、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

隣地

-30

+100+80

-30

+35 +20

-45+35

±0

-750
-650

KBM

-1010

-80

+80

-40

+115

+370

+50

土壌

-15
-165

-20
-220

-35
-245

-60
-275

-15
-115

+80

2階

2階 1階

1階

既存
室外機
基礎

既存
室外機
基礎

-610
-520

計画建物　自動車車庫
Ｓ造平屋建

▲軒先 ▲樋先

▼軒先

▲
ｹ
ﾗ
ﾊ
ﾞ
先

▼
ｹ
ﾗ
ﾊ
ﾞ先

２ ＷＰ Ｅ Ｔ２ ＷＰ Ｅ Ｔ

ＷＰ

2. 0

Ｅ Ｍ－Ｉ Ｅ ２ ． ０ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ ２ ５ ）

Ｅ Ｍ－Ｉ Ｅ ２ ． ０ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ ２ ５ ）

2.
0

2.
0

2.
0

Ｅ Ｍ－Ｉ Ｅ ２ ． ０ ｘ ２ 　 Ｅ １ ． ６ （ Ｃ ２ ５ ）

建築面積:47.60㎡
延べ床面積：47.60㎡
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姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

(不許複製)

コンクリート
の材齢

による場合

全般

トルシア形が使用できない部分

母材が亜鉛メッキされている部分

屋内環境

印を適用し、選択項目は

○ 印が複数有る場合は、共に適用する。

印が無い場合は * 印を適用する。

設計図書の優先順位は下記による。

設計図書に示されていない材料、工法等を採用する場合は文書にて工事監理者の承諾を得る。

各工事に際して、施工計画書及び施工図を提出し、工事監理者の承諾を得る。

構造関係材料及び各種試験成績書・検査報告書を作成し提出する。

その他

使用材料は原則としてJIS規格品、又は大臣認定品とする。

1-2

1-1

1-3

1-4

1-5

1-6

含まない )

1-7

第三者機関による検査・試験費用は工事費に ( *含む

梁貫通位置、径、及び箇所数は( 意匠図 構造図  *設備図 )による。

公共建築協会  *日本建築家協会 )

   鉄筋コンクリート壁式標準配筋図

   鉄筋鉄骨コンクリート構造標準図  高強度せん断補強筋施工仕様書 

  鉄骨工作標準図

2-2

2-1

ルート1 ルート2 ルート3

ルート1 ルート2 ルート3

鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説及びRC規準2010とすることができる。

鉄筋の継手

構造計算ルート別による主筋又は、耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さ

構造計算ルート方  向

X

Y

埋戻し土、盛土、残土処分

埋戻し土

盛土

残土処分

山留め、根切り3-1

3-2

* 根切り土の中の良土

* 根切り土の中の良土

4-1 基礎及びスラブ下地業 (単位mm)

場   所

基 礎
独立,布

ベ  タ

地 中 梁

構造スラブ

屋内

屋外
土間スラブ

:

:

A

B

(1)※ 砕 石

割栗石
厚 さ捨てコンクリート厚さ

60

60

60

60

60

60 100

100

100

100

100

100 B

B

B

B

B

B

150

150

150

150

150

150

打撃工法

埋込み工法

油圧ハンマー

プレボーリングセメントミルク注入工法

プレボーリング拡大根固め工法(認定工法)

杭周固定液 なし

中掘拡大根固め工法(認定工法)

回転埋設根固め工法(認定工法)

ディーゼルハンマー

* あり

a

4-2

4-3

4-4

設計地耐力

地耐力載荷試験 行う (  箇所,長期設計耐力の3倍を確認する)

地盤改良

無筋コンクリート地業

セメント系固化材撹袢

締固め工法

圧密排水工法

ソイルセメント杭

[ 載荷試験 ]一軸圧縮試験 (  箇所)

[ ]六価クロム溶出試験

短期 終局

節杭

t mm

* 行わない

* 行わない

* 行わない

行う

行う

注

既製コンクリート杭、鋼管杭、その他特殊杭

PHC杭

ST杭

SC杭

PRC杭

4-5 場所打鉄筋コンクリート杭,場所打鋼管コンクリート杭

かご筋 スタッド溶接 杭外周溶接

アースドリル工法

リバース工法

拡底アースドリル工法

BH工法

GL-    m

(

( 全数 % ) 行わない

方向)2

* 行う

コンクリート ( 普通ポルトランドセメント 高炉セメント )B種

鉄筋

Fc     

D

SD295A

SD390

SD345

以上

以上以下

SKK400 SKK490鋼管(リブ付)

4-6

コンクリートの仕様は設計図による。特記のない場合JASS5水中コンクリートによる。

杭打地業共通事項

行う (  箇所,長期設計耐力の3倍を確認する)

行う

* 行わない

* 行わない

5-1 材種

以下

以上

スパイラル 工場溶接

D  以上

D  以上

SD295A

SD345

SD390

SD490

P

K

UR

重ね継手

スパイラル 工場溶接1275級

 785級

 685級

溶接金網

高強度せん断

補強筋

機械継手(  級)

機械継手(  級)

機械継手(  級)

種 類 径 継    手

重ね継手

* 重ね継手

* 溶接継手

* 溶接継手

5-3

5-4

梁貫通補強

その他

補強筋は原則として工場製品(評定品)を使用する。

不合格となった溶接部は切り取って再溶接を行う。また残り全数に対して超音波探傷試験を行う。

1検査ロットは1組の作業班が1日に施工した溶接箇所の数量で200箇所以内

本

箇所

(JISZ3120)

30

引張り試験

1

1

検査ロットにつき

検査ロットにつき

* 3

5-2

溶接継手 突き合せ溶接(D16以下は重ねアーク溶接でも可)* ガス圧接

(JISZ3062)

基礎梁、基礎小梁の継手及び定着は原則として ②地反力を受ける

熱間押抜き試験

原則 柱・梁の径毎に3本

超音波探傷試験

溶接部の検査(第三者機関による)外観検査全数

コンクリート打設前に工事監理者の検査を受け不備な箇所は修正を行う。

コンクリートを2回打する部材は、初回の打設後に鉄筋の清掃を行う。

鉄筋の組立は適切な位置にスペーサーを使用し、組立後は形状保持のための養生を行う。

①一般

③上載荷重が大きい場合 とする。

6-1 設計基準強度

Fc18 Fc21 Fc24 Fc27 Fc30 Fc Fc

LFc18 LFc21 LFc24 LFc27 LFcLFc30

普通コンクリート

25 40

    * 砕石

* 20

低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄJISR5210

       高炉ｾﾒﾝﾄB種

       砂利        高炉ｽﾗｸﾞ骨材        再生骨材

(N/mm 2)

*  普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄJISR5210

       人工軽量骨材

膨張材6-2

)

)

Fc

LFcFc

(ただし柱,壁等と同時に打込む場合は躯体の強度とする)

(気乾単位容積質量

6-3

減水剤 減水剤 躯体防水材

Fc LFc (気乾単位容積質量

AE高性能*AE混和材

注1.混和剤は所定の品質を確保するためにプラントの特性に応じたもの使用する。

cm

%

kg/m3

kg/m3

備 考一  般

1815

基礎, 地中梁箇  所

単位セメント量

スランプ

水セメント比

単位水量

6-5 調合 (補正値は工事費に含む)

短期(18) 標準(24)

材齢28日の調合強度Fは下記の両式を満足するものとする。

F≧Fm+1.73σ F≧0.85Fm+3σ

6-6 せき板及び支柱の在置期間(普通ポルトランドセメントの場合)

Fm=Max(Fc,Fd)+S

超長期(36)長期(30)

計画供用期間の級( )は耐久設計基準強度Fd

調合管理強度

空気量スランプ

]

][

[

試験 (躯体コンクリートの28日圧縮試験は公的機関において行う)6-4

1)骨材 アルカリシリカ反応性 塩分含有量

2)フレッシュコンクリート

3)躯体のせき板取り外し時期決定圧縮試験

4)コンクリートコア抜き取り圧縮試験

5)マスコンクリートのひび割れ照査(温度応力解析)

6)単位水量測定

*  行う

*  行う

*  行う

行う

行う

行う

*  行わない

*  行わない

行わない

行わない

行わない

行わない

S＝3～6

3 日

5 日

8 日 28 日

25 日

17 日

基礎、梁側、柱、壁 スラブ下 梁  下

28 日

設計強度5N/mm2 0.85Fcまたは12N/mm2

0 ℃以上

5 ℃以上

15 ℃以上

圧縮試験による場合

6-7 住宅性能表示

6-8

等級2 等級3劣化等級

劣化等級2又は3を指定する場合は、鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)2-7かぶり厚さ

が変わる場合があるので注意すること。

7-1 材種及び使用箇所

SM400A SM490A

SN400A

SN490C

SN400B SN490B

SN400C

BCR295

BCP235 BCP325

STKR400 STKR490

STK400 STK490

SHC400CSHC400B

SHC490B SHC490C

SSC400

SNR400

SS400

規 格 名 称

一般構造用圧延鋼材

溶接構造用圧延鋼材

建築構造用圧延鋼材

一般構造用角形鋼管

冷間成形角形鋼管

熱間成形角形鋼管

一般構造用炭素鋼管

一般構造用軽量形鋼

建築構造用圧延棒鋼

鋼   材   名 柱
通 し
ダイア

内
ダイア

大梁 ﾌﾞﾚｰｽ 小梁
他

7-3 普通ボルト,アンカーボルト

1) 材質

使用する 使用しない

  SS400

  ABR400

SS490

ABR490

(   以上)M

ABM400

7-2 高力ボルト

使 用 箇 所高 力 ボ ル ト の 種 類

トルシア形高力ボルト

JIS形高力ボルト

溶融亜鉛メッキ高力ボルト

超高力ボルト

F10T

S14T

 F8T

*  S10T

ABM490(ABMはM24以上)

7-4 頭付きスタッド

2) 大臣認定柱脚(メーカー仕様による)

使 用 箇 所長   さ(mm)径

100 120 150

80 100 120 150

80 100 120 15016 φ

19 φ

22 φ

7-6

7-7

7-5 溶接材料

継手

1)アーク溶接に使用する溶接棒,ワイヤ及びフラックスは母材の種類,寸法,及び溶接条件に相応

したものを選定する。

2)ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガスは溶接に相応したものとする。

スカラップ形状   * スカラップ工法 ノンスカラップ工法

フランジ

ウェブ

柱 梁

*  高力ボルト

*  高力ボルト

高力ボルト 現場溶接 現場溶接

高力ボルト 現場溶接 現場溶接

7-8 溶接手法及び管理

7-10

1) 素地こしらえ ブラスト* ケレン

2) 錆止め塗料

)(単位 mm7-9 デッキプレート

タイプ

高さ 板厚1) 床用

高さ 板厚2) 合成スラブ用

形版高さ 板厚3) 型枠用

4) 防錆処理 Z27Z12亜鉛メッキプライマー

3) AW検定(工場･現場･代替ﾀﾌﾞ)の有資格者で、係員の承認を受けた者は技量検定付加試験を免除する。

2) 本工事で代替タブを使用する場合は、代替タブ溶接技能者技量検定付加試験を * 行わない

1) 使用する溶接ワイヤー、入熱量及びパス間温度等の仕様については鉄建協又は全構協の仕様で、専任の

溶接施工管理技術者により管理を行うこと。

**

適用

室内
塗       料 種  別 標準膜厚

鉛、クロムフリ-錆び止め

一般用錆止めペイント

シアナミド鉛錆止めペイント JISK5625

JISK5552

JISK5621

JISK5674 30μm

35μm

15μm

35μm

1種 2種

1種 2種

1種 2種

7-12 鉄骨製作工場

国土交通省大臣認定(グレード)

S H M R J

8-1 コンクリートブロック

8-2 ALC パネル

1)種類

2)厚さ mm

1)使用箇所

2)厚さ mm

3)外壁取り付け構法

内壁床 屋根 外壁

15075 (80) 100 175

A 種 B 種 C 種

100 120 150 190

方  向 構     法 使 用 箇 所 備   考

8-3 押出成形セメント板

外壁取付構法及び厚さ mm

備   考使 用 箇 所構     法方  向

縦

横

8-4 PCa板

床 屋根

合成板

1)床及び屋根

現場打厚さ 合計厚さ 備     考mm mm mmPCa板厚さ

2)外壁 厚さ  mm

PCa板単独 厚さ mm

1)本特記仕様書

2)設計図

3)標準図

5)日本建築学会標準仕様書 , JASS5 , JASS6

*  建築基準法施行令第73条(政令第73条第2項)による仕様規定

日本建築学会 RC規準2010

場内地均し * 場外搬出処分(* 自由

搬入良土

搬入良土

指定場所 )

* 50

* 50

* 50

* 50

* 50

50

* A

* A

* A

* A

* A

* 60

* 60

* 60

* 60

* 60

60 * 100

100

100

100

100

100

(1)アンカーボルト支持用フレームの、あと施工アンカーを打込む部分は100以上とする。

(2)端部aは100以上とする。

kN/m2 kN/m2

1)杭種

2)工法

3)杭径,設計耐力,本数表

4)杭の構成は設計図による。

5)杭頭補強

1)工法

2)杭径,設計耐力,本数表(拡底部は施工径を示す)

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

杭径(拡底部)mm

杭径(拡底部)mm

備  考本数長期kN 短期kN 終局kN

備  考本数長期kN 短期kN 終局kN管厚 mm

3)杭先端深さ

4)孔壁測定

5)使用材料

1)[ 杭長決定用先行杭 試験掘] 行わない

2)載荷試験

行う(  本)

3)SL塗布

1)セメント   

2)粗骨材

最大径(mm)

3)躯体(使用区分は設計図の軸組図に示す)

軽量コンクリート( *  1種 2種 気乾単位容積質量  * 18.5 )

4)土間コンクリート

5)捨てコンクリート

6)防水押さえコンクリート

7)かさ上げコンクリート * 18.5

* 18.5

行う

錆止め塗装(工場塗 * 2回   1回、現場タッチアップ程度とする)

§1 一般事項

§2 構造計算ルート

§3 仮設工事,土工事

§4 地業工事

§5 鉄筋工事

§6 コンクリート工事

§7 鉄骨工事

§8 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板・PCa板工事

構　造　特　記　仕　様　書

4)仕様書 (

A種 B種 C種

B種 C種

B種 C種A種

A種

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 Ⅳ種

オールケーシング工法 （　　ベノト工法　　　　　　　）

行わない溶接部の検査(受入検査)7-11 行う*

3)受入検査は目視による外観検査と超音波探傷検査とし、社内検査完了後に行う。

4)外観検査の合否判定は国土交通省告示1464号による。ただし告示に定めのないものは日本建築学会

1)受入検査を行う第三者検査機関は、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者(元請)との直接契約による。

2)第三者検査機関は(社)日本溶接協会によるCIW検査事業者認定種別における超音波探傷検査部門の認定を

取得した事業者とし、当該工事の鉄骨製作工場の社内検査を行っていない事業者とする。

「JASS6 鉄骨工事 2007 付則6. 鉄骨精度検査基準」の限界許容差による。

5)超音波探傷検査は日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」2008により、合否

判定は7.2.1疲労を考慮しない溶接部のうち、引張応力が作用する溶接部の項を適用する。

6)溶接箇所数の数え方は「JASS6 鉄骨工事 2007」表5.1溶接箇所数の数え方による。

7)受入検査の抜取り方法及び抜取り率は以下による。

a)工場溶接の場合

ⅰ.検査ロットは各節、各工区毎に溶接箇所300箇所以内で構成する。

ⅱ.抜取り数は各ロット毎に30箇所をランダムにサンプリングする。

ⅲ.サンプリングの結果、不合格率が5%以内の場合はロットを合格とし、不合格率が5%を超えた場合

は更に同一ロットの中から30箇所をサンプリングし、合計60箇所の不合格率が5%以内の場合を

合格とする。不合格率が5%を超えた場合は残り全数の検査を行う。

b)現場溶接の場合

ⅰ.全数検査とする。

8)検査により不合格と判定された溶接部はすべて補修を行い、再検査して合格とならねばならない。

9)ずれ・食い違いの補修方法は、独立行政法人 建築研究所監修「突き合せ継手の食い違い仕口のずれの検査

・補強マニュアル」等を参考にする。

行わない行う溶融亜鉛メッキ3) 

行わない行う4) 常温亜鉛メッキ

屋外

ジンクリッチプライマー

Fc36を超える高強度コンクリートは別記特記仕様書（JASS5等）による。

FAX(06)6763-8206TEL(06)6763-8205(発行元)一般社団法人関西建築構造設計事務所協会(販売元)一般社団法人日本建築構造設計事務所協会連合会 http://fasa-net.jp http://www.kse-web.com/

日本建築学会 JASS5(2015),鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説

XY両方向共ルート3及び限界耐力計算の場合は、政令第73条の仕様規定によらずJASS5(2015),

 ２ ０ １ ７ 年 度 版

2017年2月1日作成

スライド構法

ロッキング構法

UD OD

フック加工

120(125)

ロッキング構法

アンカー構法

縦

横

－構造特記仕様書

DD

   鉄筋コンクリート構造配筋標準図 

D16

D19

抜取り検査　（引張り試験　または　超音波探傷試験　のどちらかを行う）

Fc18

 60以下

185以下

270以上

 60以下

185以下

270以上

 60以下

185以下

270以上

kN/m2長期 30 60

* 溶接継手

* A

S- 01 24



工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

－

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

S- 02 24



姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

－鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）

S- 03 24



姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

194 150 6 9 M16 16 9 150 290 2909 60 4 6 140 230 60SS400

－鉄骨工作標準図（１）

04S- 24



工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

－鉄骨工作標準図（２）

05S- 24



S-

5
,6
0
0

G1 G1

B14 B14 B14

B
19

V1
V1

V1V1
V1

姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

1/100

01 Ｓ＝1/100 03 Ｓ＝1/100

02 Ｓ＝1/100

軸　組　図R階　伏図

基礎　伏図

B
1
9

B
1
9

C1 C1 C1 C1

C1C1C1C1

P14 P14

B
1
9

FG1 FG1 FG1

FG1 FG1

F1

F
1

F
1

F1

FC1

FC1 FC1

FC1

FC1 FC1 FC1 FC1

FC1FC1

FG1

320

3
20

4
80

320 480

3
20

C1C1C1

C1C1C1C1

FG1 FG1 FG1

C1

J J J J J

J J J J J J

C1

B19

C1

B19

B19

C1 C1

C1C1
2
,
45
0

7
50 2
0
0

2,
4
5
0

7
5
0 2
0
0

F
G
1

FG
1

F
G
1

F
G
1

FG1 FG1

FG1 FG1

G1

155 155

1
5
5

▽ＧＬ

▽水下梁天

▽ＧＬ

▽水下梁天

▽
水
下

梁
天

1
5
5

480

寸法は意匠図による

特記無き限り
1.基礎梁天端はGL-200とする。

2.基礎底はGL-750とする。
3.　　　は土間コンを示す。

V1 V11 V11

V11V11

P14

P14

特記無き限り

1.水下梁天=GL+2,450
2.　　は柱芯を示す。

特記無き限り
1.柱脚BPL下端はGL-150とする。

  継手位置は柱芯から700とする。
J2.　　　大梁継手位置を示す。

2
,
45
0

7
50 2
0
0

▽水下梁天

▽ＧＬ

梁
天

J

4
80

  土間コン　厚150　縦横共D10@200シングル

1 2 3 4

B

A

A B

2、3通　軸組図　Ｓ＝1/100

B通　軸組図　Ｓ＝1/100
4通　軸組図　Ｓ＝1/100

4321BA

BA 1 2 3 4

A通　軸組図　Ｓ＝1/1001通　軸組図　Ｓ＝1/100

A

B

4321

2
,8
0
0

2
,
80
0

2,900 2,700 2,900

8,500

2,900 2,700 2,900

8,500

5
,6
0
0

5,600 2,900 2,700 2,900

G1 G1 G1

G1 G1 G1

FG1 FG1 FG1

2,9002,7002,9005,600

5,600

G1 G1 G1

2
,
8
00

2
,
8
00

伏図・軸組図

V1
1

V
11

V1
1

V
11

06 24



姫路労働基準監督署駐車場改修工事

工事名 図面記号

SCALE： ( A3 )

株式会社創建社ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ設計 神戸市中央区江戸町98-1

01 部材リスト Ｓ＝1/30

ＧＬ

2
5
0

F1

75
0

10
0

5
0

800

下端筋 4-D13

下
端

筋
 
D
1
3@
2
0
0

●基礎リスト　Ｓ＝１/30

●鉄骨部材リスト

G1

H - 194 x 150 x 6 x 9B19

B14 H - 148 x 100 x 6 x 9

C1 □ - 150 x 150 x 6 (STKR400)

符　号

H - 148 x 100 x 6 x 9P14

V1

V11

BPL-22x350x350

BPL-22x200x200

A.Bolt 4-M16 L=320 ダブルナット

A.Bolt 4-M16 L=320 ダブルナット

GPL-6 , HTB 1-M16

GPL-6 , HTB 1-M16

断　面 仕　口

H - 194 x 150 x 6 x 9

2.HTBはF10Tとする。

1.鉄骨材質はSS400とする。
特記無き限り

1/30

GPL-6 , HTB 2-M16

GPL-6 , HTB 2-M16

M16 (JISターンバックル)

M16 (JISターンバックル)

02 鉄　骨　詳　細　図 Ｓ＝1/30

B
1
9：

H
-
19
4
x
1
50
x
6
x
9

G1：H-194x150x6x9

B14：H-148x100x6x9

V1：M16 (JISターンバックル)

V1

▽水下梁天

1
5
0

▽ＧＬ

▽BPL下端

C1
：

□
-
1
5
0
x1
5
0
x
6
(S
T
K
R
40
0
)

C1 P1
4
：

H-
1
4
8
x1
0
0
x
6
x9

G1 B19

G
P
L-
6

H
T
B 
2
-
M
1
6

GPL-6
HTB 1-M16

GPL-6
HTB 2-M16

(SN400C)

(SN400C)

PL-16

C-100x50x20x2.3

V11：M16 (JISターンバックル) V11

J

2
,
4
50

700

1

2
2,900

50

5
0

50

1
5
0

3
5
0

50

350

C1柱脚

       L=320 ダブルナット
A.Bolt 4-M16
BPL-22x350x35050

150

15080 15080

PL-16

無収縮モルタル 厚50 無収縮モルタル 厚50

5
0

25

2
5

A

B
2,800 2,800

2,
8
0
0

2
,
8
0
0

5050

200

2
00

1
00

1
00

100

       L=320 ダブルナット

P14柱脚
BPL-22x200x200
A.Bolt 2-M16

特記無き限り

特記無き限り

1.鉄骨材質はSS400とする。
2.高力ボルトS10Tとする。

50 50

5
0

1.地業は捨てコン厚50、クラッシャラン厚100とする。

全断面

符　号

位　置

断　面

上端筋

下端筋

スターラップ

腹　筋

3-D16

3-D16

  -D10@200

300

4
50

2
00

ＧＬ

FG1

●基礎梁リスト　Ｓ＝１/30

FC1

断　面 4
5
0

450

主筋 8-D19 (四隅フック付き)

フープ   -D10@100 (頂部2重巻)

符　号

●柱脚柱型リスト　Ｓ＝１/30

B

A

部材リスト、鉄骨詳細図

S- 07 24



計画図 

青枠及び赤枠の区画が計画区画 

 

○姫路労働基準監督署 

 

 

整備後（案） 

既設建物（旧姫路森林事務所庁舎及び姫路労基署車庫）を撤去後、駐車場整備を行う。 

朱色矢印は、駐車場の出入口（案）を示す。 

 

 

姫路公共職業安定所 

（旧姫路森林事務所）  

姫路労働基準監督署 









 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年度 

兵庫労働局 
 

建築設計業務委託契約書 



 

建築設計業務委託契約書 

 
１ 委託業務の名称   姫路労基署及び安定所駐車場整備工事設計業務 
 
２ 履行期間      令和  年  月  日から 
 

令和 ５年 ３月１７日まで 
 
３ 業務委託料     ￥ 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）￥ 
 

４ 契約保証金     免除 
 
５ 建築士法第２２条の３の３に定める記載事項   別紙のとおり 
 
上記の委託業務について、発注者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
 本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受託者が記名押印の上、各自１通を保有す

る。 
 

令和  年  月  日 
 

発 注 者       住所  神戸市中央区東川崎町１－１－３ 
神戸クリスタルタワー１４階 

 
氏名  支出負担行為担当官 

兵庫労働局総務部長   安蒜 孝至 
 

受 注 者       住所   
 

 
氏名   

 
 
 
 



（総則） 
第１条 発注者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、建築設計業

務委託仕様書（別冊の図面、建築設計及び工事監理業務委託処理要領、仕様書、現場説明書

及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計

仕様書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計仕様書

を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 
２ 受託者は契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履

行期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 
３ 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は第１５

条に定める受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は

受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 
４ 受託者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなけ

ればならない。 
５ 受託者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は第３項の指示若し

くは発注者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を

その責任において定めるものとする。 
６ この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 
７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 
８ この契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 
９ この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９

号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 
１０ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
１１ この契約に係る訴訟の提起または調停（第６０条の規定に基づき、発注者と受託者との

協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。 
１２ 受託者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべ

ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った

この契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみな

し、また、受託者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表

者を通じて行わなければならない。 
 
（指示等及び協議の書面主義） 
第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解

除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受託者は、

前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受託者は、

既に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 
３ 発注者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議

の内容を書面に記録するものとする。 



 
（業務工程表の提出） 
第３条 受託者は、この契約締結後１４日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、

発注者に提出しなければならない。 
２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から７日以内に、

受託者に対してその修正を請求することができる。 
３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、

発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求すること

ができる。この場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった

日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 
４ 業務工程表は、発注者及び受託者を拘束するものではない。 
 
（契約の保証） 
第４条 受託者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険

証券を発注者に寄託しなければならない。 
（１） 削除 
（２） 削除 
（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者

が確実と認める金融機関の保証 
（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 
（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締      

結 
２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」

という。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 
３ 受託者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は

第５５条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなけ

ればならない。 
４ 第１項の規定により、受託者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲

げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 
５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達す

るまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請

求することができる。 
 
（権利義務の譲渡等） 
第５条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
２ 受託者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三

者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじ

め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 



３ 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足す

ることを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債

権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 
４ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は業務委託料債権の譲

渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類

を発注者に提出しなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第６条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 受託者は、発注者の承諾なく、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録

等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 
 
（著作権の譲渡等） 
第７条 受託者は、成果物（第３９条第１項の規定により準用される第３２条に規定する指定

部分に係る成果物及び第３９条第２項の規定により準用される第３２条に規定する引渡部

分に係る成果物を含む。以下この条から第１０条まで及び第１３条において同じ。）又は成

果物を利用して完成した建築物（以下「本件建築物」という。）が著作権法（昭和４５年法

律第８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場

合には、当該著作物に係る著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利（以下、この

条から第１０条において「著作権等」という。）のうち受託者に帰属するもの（著作権法第

２章第２款に規定する著作者人格権を除く。）を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する

ものとする。 
 
（著作者人格権の制限） 
第８条 受託者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合に

おいて、受託者は、著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に規定する権利を行使して

はならない。 
（１） 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 
（２） 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のため

に必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修

正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変

その他の修正をさせること。 
（３） 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 
（４） 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊す

こと。 
２ 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾

又は合意を得た場合は、この限りでない。 
（１） 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 
（２） 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。 

３ 発注者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第１９条第１項又は第２０

条第１項に規定する権利を行使してはならない。 



 
（受託者の利用） 
第９条 発注者は、受託者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 
 
（著作権の侵害の防止） 
第１０条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでない

ことを、発注者に対して保証する。 
２ 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害

の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担

し、又は必要な措置を講ずるものとする。 
 
（一括再委託等の禁止） 
第１１条 受託者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部分

を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 
２ 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な

部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 
３ 発注者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称そ

の他必要な事項の通知を請求することができる。 
 
（特許権等の使用） 
第１２条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利（以下この条において「特許権等」という。）の対象となっている施行

方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発

注者がその施行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示

がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受託者がその使用に関

して要した費用を負担しなければならない。 
 
（意匠の実施の承諾等） 
第１３条 受託者は、自ら有する登録意匠（意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３

項に定める登録意匠をいう。）を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現

される建築物又は本件建築物（以下「本件建築物等」という。）に係る意匠の実施を承諾す

るものとする。 
２ 受託者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第３条に基づく意匠登録を受ける権利を発

注者に譲渡するものとする。 
 
（監督員） 
第１４条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。

監督員を変更したときも、同様とする。 
２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とさ

れる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計仕様書に定めると



ころにより、次に掲げる権限を有する。 
（１） 発注者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対す

る業務に関する指示 
（２） この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対す

る承諾又は回答 
（３） この契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議 
（４） 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履

行状況の調査 
３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの

監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任した

ときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。 
４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな

らない。 
５ 第１項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設

計仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監

督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 
 
（管理技術者） 
第１５条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事

項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 
２ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変

更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第１項の請求の受理、同条第２項の

決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権

限を行使することができる。 
３ 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せ

ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し

なければならない。 
 
（管理技術者等に対する措置請求） 
第１６条 発注者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第１１条第２項の規定により受

託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認

められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき

ことを請求することができる。 
２ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 
３ 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対

して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。 
４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から１０日以内に受託者に通知しなければならない。 
 
 



（履行報告） 
第１７条 受託者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。 
 
（貸与品等） 
第１８条 発注者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等（以下「貸

与品等」という。）の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところ

による。 
２ 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領

書又は借用書を提出しなければならない。 
３ 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 
４ 受託者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって

不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 
５ 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能と

なったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えて損害を賠償しなければならない。 
 
（設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 
第１９条 受託者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との

協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならな

い。 
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき

事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託

料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（条件変更等） 
第２０条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したと

きは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 
（１） 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対

する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。） 
（２） 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること 
（３） 設計仕様書の表示が明確でないこと 
（４） 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条

件が相違すること 
（５） 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状

態が生じたこと 
２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見

したときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。 
３ 発注者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必

要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果



を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由

があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 
４ 前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要がある

と認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 
５ 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（設計仕様書等の変更） 
第２１条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書

又は業務に関する指示（以下この条及び第２３条において「設計仕様書等」という。）の変

更内容を受託者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発

注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（業務の中止） 
第２２条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務

の全部又は一部を一時中止させることができる。 
２ 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められる

ときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中

止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 
 
（業務に係る受託者の提案） 
第２３条 受託者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良

事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様

書等の変更を提案することができる。 
２ 発注者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるとき

は、設計仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。 
３ 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認め

られるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 
 
（適正な履行期間の設定） 
第２４条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時

間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 
 
（受託者の請求による履行期間の延長） 
第２５条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する

ことができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求

することができる。 
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、



履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰す

べき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受

託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（発注者の請求による履行期間の短縮） 
第２６条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短

縮変更を受託者に請求することができる。 
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、

又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（履行期間の変更方法） 
第２７条 履行期間の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。 
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する

ものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第２５条の場合にあっては、

発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変

更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議

開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
 
（業務委託料の変更方法等） 
第２８条 業務委託料の変更については、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。 
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する

ものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 
３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発

注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受託者とが協議して定める。 
 
（一般的損害） 
第２９条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害（次

条第１項又は第２項に規定する損害を除く。）については、受託者がその費用を負担する。

ただし、その損害（設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分

を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担

する。 
 
（第三者に及ぼした損害） 
第３０条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償

を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。 
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計仕様書に定めるところにより付さ

れた保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他

発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。



ただし、受託者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべ

き事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 
３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注

者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。 
 
（業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更） 
第３１条 発注者は、第１２条、第１９条から第２３条まで、第２５条、第２６条、第２９条、

第３４条又は第４４条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場

合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代え

て設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注

者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場

合には、発注者が定め、受託者に通知する。 
２ 前項の協議開始の日については、発注者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しな

ければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべ

き事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始

の日を定め、発注者に通知することができる。 
 
（検査及び引渡し） 
第３２条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 
２ 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員（以下「検査員」という。）は、前

項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受託者の立会いの上、

設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の

結果を受託者に通知しなければならない。 
３ 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し

出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 
４ 発注者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支

払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当

該請求に直ちに応じなければならない。 
５ 受託者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受け

なければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定

を準用する。 
 
（業務委託料の支払い） 
第３３条 受託者は、前条第２項（前条第５項において準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に業務

委託料を支払わなければならない。 
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しないときは、

その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項

において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その

遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え



た日において満了したものとみなす。 
 
（引渡し前における成果物の使用） 
第３４条 発注者は、第３２条第３項若しくは第４項又は第３９条第１項若しくは第２項の規

定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することが

できる。 
２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しな

ければならない。 
３ 発注者は、第１項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 
 
（前金払） 
第３５条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）

第２条第４項に規定する保証事業会社（以下この条及び次条において「保証事業会社」とい

う。）と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以

下この条及び次条において「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託

して、業務委託料の１０分の３以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 
２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前払

金を支払わなければならない。 
３ 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 

１０分の３から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払

いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 
４ 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の

業務委託料の１０分の４を越えるときは、受託者は、業務委託料が減額された日から３０日

以内に、その超過額を返還しなければならない。 
５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当

であると認められるときは、発注者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただ

し、業務委託料が減額された日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受託者に通知する。 
６ 発注者は、受託者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割

合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 
 
（保証契約の変更） 
第３６条 受託者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支

払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄

託しなければならない。 
２ 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を

変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 
３ 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わ

りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 



 
（前払金の使用等） 
第３７条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費（この業務に

おいて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額と

して必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 
 
（部分払） 
第３８条 削除 
 
（部分引渡し） 
第３９条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受け

るべきことを指定した部分（以下この条において［指定部分］という。）がある場合におい

て、当該指定部分の業務が完了したときについては、第３２条中「業務」とあるのは「指定

部分にかかる業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分にかかる成果物」と、同条第４項

及び第３３条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、

これらの規定を準用する。 
２ 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、

発注者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合

において、第３２条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるの

は「引渡部分に係る成果物」と、同条第４項及び第３３条中「業務委託料」とあるのは「部

分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 
３ 前２項の規定により準用される第３３条第１項の規定により受託者が請求することがで

きる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合におい

て、第１号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第２号中「引渡部分に相応する業務委

託料」は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、発注者が、前２項において準用す

る第３２条第２項の検査の結果の通知をした日から１４日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受託者に通知する 
（１） 第１項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

指定部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 
（２） 第２項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 

引渡部分に相応する業務委託料×（１－前払金の額／業務委託料） 
 
（債務負担行為に係る契約の特則） 
第４０条 削除 
 
（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 
第４１条 削除 
 
（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 
第４２条 削除 
 



（第三者による代理受領） 
第４３条 受託者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を

代理人とすることができる。 
２ 発注者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出

する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該

第三者に対して第３３条（第３９条において準用する場合を含む。）又は第３８条の規定に

基づく支払いをしなければならない。 
 
（前払金等の不払に対する受託者の業務中止） 
第４４条 受託者は、発注者が第３５条、第３８条又は第３９条第１項若しくは第２項におい

て準用する第３３条第２項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を

請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することが

できる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を

発注者に通知しなければならない。 
２ 発注者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認

められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、

若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
 
（契約不適合責任） 
第４５条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物

の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 
２ 前項の場合において、受託者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注

者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代

金の減額を請求することができる。 
（１） 履行の追完が不能であるとき。 
（２） 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（３） 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。 
（４） 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 
 
（発注者の任意解除権） 
第４６条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第４８条の規定によるほか、必要

があるときは、この契約を解除することができる。 
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。 



 
（発注者の催告による解除権） 
第４７条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

微であるときは、この限りでない。 
（１） 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと

き。 
（２） 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 
（３） 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了

する見込みがないと認められるとき。 
（４） 管理技術者を配置しなかったとき。 
（５） 正当な理由なく、第４５条第１項の履行の追完がなされないとき。 
（６） 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 
（発注者の催告によらない解除権） 
第４８条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除

することができる。 
（１） 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 
（２） 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用し

たとき。 
（３） この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 
（４） 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 
（５） 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 
（６） 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をし

ないでその時期を経過したとき。 
（７） 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 
（８） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質

的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 
（９） 第５０条又は第５１条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
（１０）受託者（受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 
イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその



役員又はその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者をい

う。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受託者に対して当該契

約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 
 
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第４９条 第４７条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも

のであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
 
（受託者の催告による解除権） 
第５０条 受託者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微

であるときは、この限りでない。 
 
（受託者の催告によらない解除権） 
第５１条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 
（１） 第２１条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少し

たとき。 
（２） 第２２条の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分

の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場

合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止

が解除されないとき。 
 
（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第５２条 第５０条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
 
 



（解除の効果） 
第５３条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受託者の義務

は消滅する。ただし、第３９条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでな

い。 
２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、

既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査

に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡し

を受けた既履行部分に相応する業務委託料（以下この条及び次条において「既履行部分委託

料」という。）を受託者に支払わなければならない。 
３ 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受託者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。 
 
（解除に伴う措置） 
第５４条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第３５条（第４１条において

準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受託者は第４７条、第４８条

又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第３９条第１項又は第２項

の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を

控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年２．５パーセン

トの割合で計算した額の利息を付した額を、第４６条、第５０条又は第５１条の規定による

解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第２項の規定

により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３５条（第４１条において準用する

場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額（第３９条

第１項又は第２項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却し

た前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定により定められた既履行部分委託料から控

除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第４７

条、第４８条又は次条第３項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの

日から返還の日までの日数に応じ年２．５パーセントの割合で計算した額の利息を付した額

を、第４６条、第５０条又は第５１条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に

返還しなければならない。 
３ 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、

当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 
４ 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が

第４７条、第４８条又は次条第３項によるときは発注者が定め、第４６条、第５０条又は第

５１条の規定によるときは受託者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定

する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受託者の意見を聴いて定め

るものとする。 
５ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発

注者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。 



 
（発注者の損害賠償請求等） 
第５５条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。 
（１） 履行期間内に業務を完了することができないとき。 
（２） この契約の成果物に契約不適合があるとき。 
（３） 第４７条又は第４８条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 
（４） 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料

の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 
（１） 第４７条又は第４８条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 
（２） 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰す

べき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。 
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 
（１） 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法

律第７５号）の規定により選任された破産管財人 
（２） 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 
（３） 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合

とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰

することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 
５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から

部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 

２．５パーセントの割合で計算した額とする。 
６ 第２項の場合（第４８条第８号及び第１０号の規定により、この契約が解除された場合を

除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当するこ

とができる。 
 
（談合等不正行為があった場合の違約金等） 
第５５条の２ 受託者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいずれか

に該当したときは、受託者は、発注者の請求に基づき、業務委託料（この契約締結後、業務

委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料）の１０分の１に相当する額を違約金

として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
（１） この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受託

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反した



ことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止

法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下

「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令

が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 
（２） 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託者等」

という。）に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受

託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に

おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 
（３） 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につ

いて、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納

付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入

札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。 
（４） この契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第 

９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 
２ 受託者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 
 
（受託者の損害賠償請求等） 
第５６条 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ

の限りでない。 
（１） 第５０条又は第５１条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
（２） 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 
２ 第３３条第２項（第３９条において準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支

払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パ

ーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 
 
（契約不適合責任期間等） 
第５７条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第３２条第３項又は第４項の規定による引

渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後２年、第３９条第１項又

は第２項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した



工事の完成後２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の

請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をする

ことができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から１０年以内で

なければ、請求等をすることができない。 
２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等

の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項

において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通

知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による

請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 
４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 
５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。 
６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす

ることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この

限りでない。 
８ 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をする

ことができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを

知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 
 
（保険） 
第５８条 受託者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているとき

は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 
 
（賠償金等の徴収） 
第５９条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に

支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から

業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した利息を付し

た額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受託者から遅延日数につき年２．５パーセントの

割合で計算した額の延滞金を徴収する。 
 
（紛争の解決） 
第６０条 この契約書の各条項において発注者と受託者とが協議して定めるものにつき協議

が整わなかったときに発注者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して

発注者と受託者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受託者は、協議の上調停人を選

任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処



理に要する費用については、発注者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発

注者と受託者とがそれぞれが負担する。 
２ 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受

託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の

執行に関する紛争については、第１６条第２項の規定により受託者が決定を行った後若しく

は同条第４項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受託者が決定を行

わずに同条第２項若しくは第４項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受託者は、第

１項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。 
３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規

定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受託者との間の紛争について民事訴訟

法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第   

２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができる。 
 
（情報通信の技術を利用する方法） 
第６１条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、

法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるもので

なければならない。 
 
（契約保証金等の還付） 
第６２条 発注者は、第３２条第２項の検査に合格した場合又は第５０条及び第５１条の規定

により契約を解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、利息は付さない

ものとする。 
 
 （契約外の事項） 
第６３条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受託者とが協議し

て定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 
建築士法第２２条の３の３に定める記載事項 

  

対象となる建築物の概要  

業務の種類、内容及び方法  

 

（設計業務の場合） 

作成する設計図書の種類 

 

（工事監理業務の場合） 

工事と設計図書との照合の方

法及び工事監理の実施の状況

に関する報告の方法 

 

 

設計（意図伝達）に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】： 

【資格】：（    ）建築士  【登録番号】： 

【氏名】： 

【資格】：（    ）建築士  【登録番号】： 

（建築設備の設計（意図伝達）に関し意見を聴く者） 

【氏名】： 

【資格】：（    ）設備士  【登録番号】： 

（    ）建築士   

工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】： 

【資格】：（    ）建築士  【登録番号】： 

【氏名】： 

【資格】：（    ）建築士  【登録番号】： 

（建築設備の工事監理に関し意見を聴く者） 

【氏名】： 

【資格】：（    ）設備士  【登録番号】： 

（    ）建築士  

※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 

   

建築士事務所の名称  

建築士事務所の所在地  

区分（一級、二級、木造） （    ）建築士事務所 

開設者氏名  

（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名） 

 


